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（質疑～表決）
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６．議事の経過

（開会 午前９時３０分）

議 長（森本敏軌） 皆さん、おはようございます。

昨日は、素晴らしい秋空のもとに第２回の駅伝競走大会が開催をされまして、第２回というこ

との中で、すべての小学校区からチームが参加される、また市場校区におきましては２チームが

参加されるという、大変盛り上がりを見せていただきました。また天気のいいことで、沿道には

本当に多くの区民の皆さんが声援をされたということで、一体感の醸成が一層はぐくまれたんで

はないかなというふうに思っております。

体協の井田会長さんを初め役員の皆さん、そして職員の皆さん、そして、いろいろとご協力を

されました団体の皆さんに、そして議員の皆さんも各校区でご競技されたことに対しまして、心

から敬意を表したいと思います。大変ご苦労さんでした。

それから、９月定例会、いよいよ大詰めを迎えてまいりました。１３日の会期となっておりま

すけれども、９日には何とか議了できればというふうに思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げます。

ただいまの出席議員は１８人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。

議事に入るまでに、吉田企画財政課長から発言の申し出がありますので、これを受けます。

吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） おはようございます。

まことに申しわけございませんが、決算の数値に移動が出てまいりましたので、ご訂正がお願

いできないだろうかということでございます。

経常収支比率でございます。京都府から連絡がございまして、現在、経常収支比率９５．１と

いうことで、参考資料に載せさせていただいておりますが、９４．８ということでございます。

理由といたしましては、補助費等の中で一部事務組合の負担金が１，３２４万４，０００円臨時

に回るということ、それから公債費、借金返しでございますが、公的資金の借りかえの中で追加

して行いました繰上償還１７１万６，０００円、この数字が経常的経費から臨時的経費にかわる

ということでございます。９５．１と申しておりましたが、９４．８ということでご訂正がお願

いしたいと思います。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いをいたします。以上でございます。

議 長（森本敏軌） 日程第１ 議案第１３０号 平成２０年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。

質疑に入りますまでに、佐賀課長から、せんだっての谷口議員の質疑に対する答弁の申し出が

ありますので、これを受けます。

佐賀福祉課長。

佐賀福祉課長（佐賀義之） おはようございます。

前回の１０月２日の谷口議員さんのご質問の中で、社協が開催していますヘルパー研修につい

ての人数をということがございました。そのとき、人数的には３６名、昨年も３６名、ことしも
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３６名ということを申し上げておりましたけれども、そのうちの人数を申し上げたいというよう

に思います。

昨年、お世話になった人数につきましては、与謝野町が１８名、伊根町が６名、宮津市が

１２名という内訳になっております。

そして、１０月１日から今年度の事業をやっておりますが、２１年度につきましては、与謝野

町から２０名、伊根町から２名、宮津市から１４名の３６名ということになっております。

なお、昨年３６名の方が、この研修を終えていただいたわけなんですが、このうち１８名の方

がいろいろな福祉施設の中で従事をいただいております。そういったことで、今回の研修をされ

ましても、この研修をしっかりとしていただきまして、今後の福祉サービスに頑張っていただき

たいと期待をいたしまして、報告とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 本案については、既に質疑に入っております。引き続き質疑を続行します。

質疑ありませんか。

井田議員。

９ 番（井田義之） それでは、早速でありますけれども、決算についての２回目の質問をさせていた

だきたいというふうに思います。

先ほどから、議長からありましたように、ちょっと駅伝でいろいろと皆さんに多くの方にお世

話になって、私の頭の中も、まだ駅伝が抜けておりませんので、ちょっと何から質問しようかな

と迷っておりますけれども、順次質問していきたいと思います。

この間、一般質問の中で総合庁舎、分庁舎の件を質問させていただきました。過日、赤松議員

からも５，０００万円ほどは差が出るん違うかというのは、総合庁舎と分庁舎とで、私に対する

答弁では、１，３００万円ほどの差だということで答弁がありましたけれども、赤松議員の方か

らは計算をすると５，０００万円ぐらいは総合庁舎にすることによって、経費の節減が図れるん

やないかなというようなこともあったというふうに思います。

私自身も、あのときに、その１，３００万円というのは、どういう内容が１，３００万円で、

その他もろもろの例えば移動するとか、そういうものはどうだといいましたら、それは含まれて

いないということでした。実質的に、そういうのも含めたときに幾らぐらいの、２０年度決算か

ら見ても。どれくらいの差があるというふうに見ておられるのか、それから、町民から見た３庁

舎方式と総合庁舎方式のメリット、デメリット。

それから、庁舎から見たときの、庁舎側から、行政の方から見たときのメリット、デメリット、

この辺についての答弁も明確にいただいておりませんので、この際、改めて質問させていただき

ます。

町長でも、町長からいただければ一番ありがたいですが、企画財政課長の方からでもお願いを

いたします。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

まず、いわゆる総合庁舎にして幾らの節減が図れるかということにつきましては、各科目にわ

たって詳細に、まだ検討したわけではないということでございます。

一応、決算書でも、見ていただくとわかりますように、与謝野町の野田川庁舎の管理事業だと
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か、加悦庁舎の管理事業だとか、そういう経費がございます。そういう中から、現在、職員一人

当たりでどれぐらい要るんだろうというところから割り出しておりますので、これが正確な数字

かというと、そうではないだろうと思っております。確かに、ご指摘のように、各科目に渡って

詳細に検討していく中で、もう少し出てくる可能性はあるだろうと思っております。ただ、それ

ぞれの公用車に使います燃料費ですとか、そういったものはすべて一括して、この管理費の中に

計上しているわけではないと、いわゆる建設課で使う車なら土木費に組んであると。農林課で使

う車であれば、農林水産業費に組んであるというところでございまして、そこまではまだ、詳細

に検討はしていないということでございます。ただ、総合庁舎になりましても、燃料費等につき

ましては、同じように、この３町といいますか、旧３町を仕事として駆け回らなきゃならないと

いうことは、これは変わりませんので、そんなにも浮いてこないんじゃないかなという気はして

おります。ただ、そこまで詳細に検討していないということでご勘弁いただきたいというふうに

思います。

９ 番（井田義之） メリット、デメリットについては。

企画財政課長（吉田伸吾） やはりメリットといいますと、このワーキングの中では議論いたしましたけ

れども、まず一つの庁舎になることによって、幾らになるかはわかりませんけれども、いわゆる

経常的な経費が縮減されるということがあるということ。

それから、やはり一つの庁舎ということになりますと、そこに全員がそろうわけですから、い

わゆる指揮命令系統、これも分かれておるよりも一本の線でつながってくるんじゃないかという

こともございます。デメリットといたしましては、やはり今、地域振興課が担当しております、

その役割をどのようにカバーしていくのか、そういった点もあろうかというふうに思っておりま

す。そのようなことをワーキングで話し合っておりました。以上でございます。

９ 番（井田義之） 地域から見たとき、住民から見たというのは。

企画財政課長（吉田伸吾） 住民から見た場合にも、やはり中には庁舎が遠くなるということもございま

すので、今まで加悦庁舎に来ておればできた、岩滝庁舎に来ておればできた、野田川庁舎に来て

おけばよかったということ自体、それが非常に遠くなったりすると。じゃあ交通の便がいいのか

といいますと、例えば車なんかに乗れない人もあるわけですから、それらの方たちの、いわゆる

町役場に対する用事に対して、どう対応していくかというところがあろうかというふうに思って

おります。以上です。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 今、細かい数字のことまでは検討できてないということのようでしたけれども、

総合計画の中でも、行財政改革の大綱の中でも総合庁舎方式ということになっておりますし、過

日も町長の方から３庁舎を２庁舎にして、１庁舎にという段階的やなしに、もう総合庁舎に持っ

ていくべきだというような、ただ、期間的には長いスパンのことの答弁をいただいておりますけ

れども、そこでですね、今、企画財政課長が言われたように、いろいろな問題点が実際の行政運

営上、また財政的にあるわけですね。私はいわゆる町民の方々が、窓口は近いままがいいという

のは当然だろうと思うので、いわゆる総合庁舎に対する指示方式、これをやっぱり進めるべきで

はないかなと。総合庁舎にしておいて、あと窓口については従来の２支所ですね、１庁舎２支所

という格好にすれば町民の方々の不便さも解消できるというようなことを第一ステップとして進



－548－

めるべきではないかなというふうに思うんですが、そういうことについての、いろいろな協議を

される中で、そういう方法というのは協議をされなかったのかどうか、これは町長にお尋ねした

いというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 前段というか、前回のご質問でもお答えいたしましたように、まだ、ワーキング

グループの中での検討であって、それを出してくれました。それによって、どういう方向づけで

いくかということを、今度、私の方からこういう方向でいきたいが、それについては、どういう

問題点があるのか、またどういったメリット、デメリットがあるのか、それらについては一定の

方向性を決めた上での話になるかと思いますので、ワーキンググループの中では、そういう話は

あったかもわからないんですけれども、今の段階ではそこまで至っておりません。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 赤松議員からもありましたように、この問題については、やはり早く町民の方に

投げかけながら、町民の方の意見も十分に参考にされて結論されると、そうすると１日も早いこ

と、そのことを一応、町長の方針というのか思いを町民の方々に知らせていただいて、その中で

長い時間をかける必要があるのではないかなと、ぽっと決めて、ぽっとこうしますというのでは、

やはりまた、いろいろな問題が、問題提起されて、なお、おくれてくるということになろうと思

いますので、この点はお願いをしておきたいというふうに思います。

それから、副町長に総合評価方式、最近、本当にすごい馬力で工事等も減り、野村議員の最低

賃金の問題もありましたけれども、それ以前の大変な問題になりつつあります。これも２０年度

には１１回、総合評価競争入札選考委員会というのを開催されておりまして、結論が出てないと

いうことなんですけれども、これも早く、なかなかいい方法はないと思うんですけれども、結論

を出す、出さなければ何のために１１回も会議をして、何ら先行きができてないというのは、

１１回参考資料に出ております、１１回会議したというのが。この辺を経過を再度、細かくお願

いをいたします。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 今のお尋ねは入札指名の関係の総合評価のお話でしょうか。

９ 番（井田義之） 全体も含めて、総合評価競争入札選考委員会というのはあるんですか。

副 町 長（堀口卓也） いや、総合評価方式の検討につきましては、いわゆる指名委員会で、この間、議

論はしております。その問題に限っての指名委員会ということではなくて、ほかの協議事項とあ

わせて、例えば一般競争入札の案件に関しまして、そういった話が議題にのぼることもあります

し、近隣の市町村が、いろいろな指名のあり方、あるいは入札のあり方について、改善の取り組

みがなされております。そういった動きがありますと、そういったことについても指名委員会の

中で議論はしますけれども、そのことについて特別、そのことについてだけ指名委員会で議論を

したということはございません。

それから、話が途中で少し変わるんですが、先ほど議員から１１回の委員会というお話があ

ったかと思うんですが、指名委員会そのものは、もっと数多くやっております。議員がお尋ねの

委員会１１回というのは、有線テレビの拡張事業の絡みで総合評価競争入札選考委員会、１１回

のことをおっしゃっているんだろうと思います。土木や水道や農林や、いわゆる指名委員会につ
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きましては、もっと数多くやっております。その中で、総合評価方式についても何回か議論はい

たしておりますけれども、やっぱりその公正に工事の内容についての評価をどこがどういった方

式で、公明正大に業者から見ても、あるいは町民の方から見ても納得ができるような評価の仕方

が非常に困難であろうというところが、これまで議論をしている中で、いつもぶち当たる問題、

課題でございます。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） なかなか一定のルールをつくるのは困難だろうとは思うんですが、やはりもう

早くルールの確定をしなければ、また確定ができたとしても、また途中問題があれば直していけ

ばいいわけですから、ある程度の方向づけをどんどんどんどんと出していっていただきたいなと

いうことをお願いしておきたいと思います。

次に、同じく副町長にお願いいたします。与謝野町の中に、この財産、普通財産、行政財産、

それから基金の財産、いろいろとあるわけですね。これに対して、遊休資産の活用方法というの

か、いろいろなことを協議するんだということで、副町長が委員長になられて協議をされてきた

経過があろうというふうに思うわけですけれども、これまで、その委員会の中で、これとこれに

ついてはこうだと、これについてはこうだというような成果、決算に対する成果、それから、こ

れは問題点で、なかなか難しいとか、そういうのがあればお聞かせ願えておきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） お答えをいたします。

議員ご指摘のように、与謝野町になりまして旧３町から引き継ぎをいたしました、現在、活

用されていない遊休資産と申しますか、土地、建物、非常にたくさんございます。そういった問

題がありますので、与謝野町町有財産活用委員会という委員会を立ち上げておりまして、関係課

と私で委員会を構成して、私が委員長という立場でございます。

この間、議場の中でも少しお話がありましたけれども、非常にたくさんある中には、長い長

い旧町の歴史の中で、いろいろな経過があったり、それから長い経過が、もう一つ現在の職員で

はわからないようなものも中にはございます。だけど、とりあえず有効に活用できるものについ

ては積極的に活用していこうということで、この間、委員会の中でランク分けをしています。一

番有効に活用していこうというもの、それから現状のままでいこうというものやら、先送りにし

たものやら、それぞれランク分けをしまして、当面、これは売っていこう、あるいは場合によっ

たら貸すことも含めて有効に活用していこうというものにつきましては、まず、その不動産がど

ういった価格を有しているのかを公正に評価をしていこうということで、不動産鑑定士にお世話

なりまして、筆数でいいますと非常にたくさんなんですけれども、物件で申し上げますと九つの

物件を、そのうち一つは土地と建物がありますけれども、それも１件と数えますと、９件の不動

産鑑定を２０年度にお世話になりました。その中で、また委員会で議論をいたしまして、その九

つの中で、これとこれらについては売ることが可能であろうというようなものを、さらにセレク

トしまして、その９件の中で４件につきましては売っていこうという方針を決めました。結果は、

決算書に上がっていますように、１件だけ売却の話が成立をいたしまして、残りにつきましては

不動産鑑定士でお世話になった評価が、少し実勢価格といいますか、少し高いんではないかとい

うことで、話が途中で頓挫してますものもありますし、それから、現在、引き続いて売買に向け
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て交渉中のものもございますが、いずれにいたしましても、９件のうち４件、その４件のうち

１件が実際の売買に至ったという状況でございます。

２１年度以降につきましても引き続き、その不動産鑑定をしました９件を中心に、もう一歩突

っ込んで売買、あるいは賃貸という話を具体的に進められるように、今、頑張ってまいりたいと

いうふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 我々も、この財産の一覧表を見せていただく中で、どれが実際に今、使われてお

るのか、どれが、そういう副町長が言われたように売却をしたらいいのかというのが、なかなか

わからないわけですね。例えば、土地建物につきましても、いわゆる、この間の与謝の海の市営

住宅だとかいうような、取り壊しにして更地にしてというような、やっぱり京都府関係では、も

うどんどんどんどん進めておるわけですね。だから、そういうのをやはり与謝野町の中でも、先

ほどわからない部分もあってということでしたけれども、そんなことはもってのほかであって、

やはり、やっぱり合併して、もう４年近くなろうとしておるんですから、これはどこにある財産

だ、これはここの財産で、これはもう利用として、こういう方法があるとか、売却するとか、何

とかいうような、ここの方向づけを早く出していただきたいなというふうに思っております。そ

の点についての副町長の考え方、委員会での協議の経過をお尋ねいたします。

それから、あと１点、ちょっとこれ本当なのか、うそなのかを踏まえてお尋ねするんですが、

今ユースセンターのところに、ユースセンターを上がったところに南側に向けて道路が途中でと

まっております。あれはまた、いろいろと三河内の林道として使われるのか何かという計画で、

あそこまで進められたと思うんですけれども、あの先の用地が買われておる部分があるという、

うわさを耳にしたわけですけれども、そのことについての真実をお願いをいたします。びくんじ

ろうの方に向かう道になるんかな、なかったらなかったで結構です。あればあるという・・・・。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） ご指摘の道路、言われますとおり舗装をかけて途中でとまっております。当

時、平成３年あたりにつきましては、延長を考えているということで計画もされていたようでご

ざいますが、その後、現在でとまっておりますのでも、現状どおりでございます。

ご指摘の土地の件なんですが、山にかかわります部分として、一応、私の方で確認しておりま

すのは谷も含め、それから山のりも含めて、一定くいが打ってあるというふうに認識をしており

まして、その範囲が道路の行きあたりのかなり奥までいっているというような認識は持っており

ませんので、もう一遍、確認はしたいと思いますけれども、今のところ、私の方から答弁できる

ことは以上でございます。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） ユースセンターの、登って左側の途中でとまっている道路ですけれども、

私の記憶では、当初、あそこまで買収する計画はなかったんです。ご承知のように公園の整備と

いうものは、土の出し入れをゼロにするわけですね。要するに、もう土はほかさない、どこかに

造成する、ところが、どうしても土が足らんようになったんです。ですから、その土を搬入して

くるよりも用地、当時、山林ですから安いわけですね。それを買って、そこを工事して出し入れ

をゼロにするということで追加買収をしたという覚えがございます。その先につきましては、ま
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たちょっと買ったような記憶もあるんですけれども、また調査させていただきます。以上です。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 先ほど、議員から町有財産の有効な活用については、もっとスピードを早めて有

効に活用を進めるようにというお話がございました。確かにおっしゃるとおりでございますので、

委員会を立ち上げたときには与謝野町全域で１００を超える町有財産がございました。その中に

は、遊休というんじゃなくて、現在、賃貸でお貸ししてますものもありますので、それは遊休に

は入らないかと思いますけれども、その１００を超える旧３町の町有財産を３日間にわたりまし

て委員会で、ずっとくまなく現場を見て回っております。

先ほど、もう一つの長い経過の中で、わかりにくいというようなことを申し上げましたけれ

ども、もちろん現場は確認をしていますし、一定の公図等も持っておるんですけれども、旧３町

になります前の村の段階とかの話になりますと、現在の公図だけでは、わかりにくいような事情

もあると、そういうものもありますので、そういった意味で、もう一つきちっと把握できてない

というようなことを申し上げたんでございまして、いずれも現地は確認しておりますし、今の状

況、それから公図上の状況は把握をいたしております。

いずれにいたしましても、こういった経済状況が厳しいときでありますので、なかなかすぐ

に売買に至るということにはならないかと思いますけれども、頑張って有効な活用を目指してい

きたいと思っております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） いわゆる土地、建物の利用計画というよりも、一定の調査をされるというのが

あれで、調査をされたということなんで、そしてその後、活用計画をしっかりと練っていただく

という、例えば土地を売ろうと思っても、先ほど副町長、言われたようにすぐ売れたり何じゃり

はできんと思うんですが、これとこれとは、もうどういうんか売却する、これはやっぱりこうい

うことで使おうじゃないかというような一定の整理をわざわざ活用委員会というを立ち上げられ

たらというか、やっていただきたいというふうに思います。

それから、これも総務委員会の方々から聞きましたら、土地開発基金の不動産の中で、タウ

ンセンター用地というのがあるわけですね、３３６ページ。タウンセンター用地というのは、私

は何かどういうあれかなと思っておりましたら、一応、ここの庁舎の土地であるということで聞

かせていただいております。これに間違いございませんか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。

一応、現在、加悦庁舎の用地となっている土地でございます。土地開発基金といいますもの

の性格につきましては、公共用、公用の資産につきまして、あらかじめ取得するというのが本筋

でございまして、何かに一般会計で利用するというときには、一般会計からお金を出して、基金

にお金を返して、そして一般会計の財産とすると、それが原則でございますけれども、話を聞い

ておりますと、ちょうどそれをやろうと思っていたときに台風２３号でしたか、いろいろな被害

が出まして、そこまで手が回らなかったというふうに聞いております。ですから、不適切と言わ

れれば不適切でございますので、やはりこれにつきましては、何らかの方法で改善策を講じる必

要があろうかというふうに思っております。
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議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） そこで、一つは、私が質問するというか、お願いしたいのは開発基金というよ

うな問題については、今言うたように整理がある、この名前ですね、タウンセンター用地という

言葉が妥当なのかどうか、やっぱりここの庁舎内の土地であれば加悦庁舎の用地であるというこ

とあたりが、明確にできないのかどうか、我々は、これ見てもさっぱりわからんわけですね、そ

ういう名称がいっぱい、余分なものが出てくると、だから一定の整理をしていただいて、ここの

部分についてはこういう用地ですという、それが普通財産の中にも行政財産の中にもいっぱいあ

るような気がするんです。そういう整理をするんだって、土地活用の中というのか、企画財政課

長でやってもらうのかわかりませんけれども、一定の整理をしてもらわないと、我々は、これが

どこにある土地なんだということをわからんわけですね。その辺の整理をお願いしたいと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） 土地開発基金と申しますと、財政の方の管理ということになりますので、

その部分につきまして適当な名前、わかるような名前に来年から決算書ですか、そういった旨の

記載について検討させていただきたいというふうに思います。

９ 番（井田義之） あとの財産の名称は。

議 長（森本敏軌） 大下総務課長。

総務課長（大下 修） 財産の３３０ページから決算書の普通財産が後ろまでありまして、合計６６件

ございます。合併いたしましたときに、それぞれ旧町で使っておりました名称で、そのままにし

ておりますので、わかりづらいということがあるのかというふうに思います。今、企画財政課長

が申し上げましたように、こちらの普通財産につきましても、できればといいますか、場所が特

定できるような格好で表示をしていけたらと考えております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） それでは、次にちょっとこれほんまに６，０００円ぐらいのことで聞きにくい

んですけれども、決算書の７７ページに自動車等廃物判定委員会委員報酬というのがあります。

この自動車等廃物判定委員会というのは、どういう委員会なのかお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 大下総務課長。

総務課長（大下 修） いわゆる公共用地に自動車とか自転車とか放置をしてある物件を、町の方で撤

去といいますか、廃物として認定をして、それから撤去するという、その認定をしていただく委

員さんをお願いしておりまして、委員さんの構成は、７名で構成をしておりますけれども、うち

公務員と言いますか、警察、それから町の関係が３名ございます。それで後は与謝野町で構成し

ております、自転車の協会の方だとか、それから車の、どういうんですか、そういう協会の方と

かでお世話になっておりまして、そのうち二人分を報酬として支出を２０年度はさせていただい

たものでございます。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） そこでお尋ねしたいんですが、次のページには男女共同参画社会の推進委員会

の報酬、それから、その他いろいろな委員会が、テレビ放送の審議会だとか、ぱらぱらとめくっ

ても、地域公共交通会議委員報酬費とかいう、委員会がすごくあるわけで、過日もリフレのかや
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の里について町長として、その検討委員会なり審議委員会に似たようなものを立ち上げたいとい

うことがありました。学校保育の問題についても検討委員会がなされました。この審議会なり、

名前はいろいろとあるわけですけれど、委員会、法定で定められた委員会、それから我々が議会

の中で委員の、こういう委員をということで、町長が任命をされまして、ここで承認をする委員

会、いろいろとあると思うんですけれども、いわゆる与謝野町独自で法定でもなしに、議会に通

さなくてもできておる委員会、この委員会が今、数が幾らぐらいあって、それから、その報酬が

平成２０年度の決算で総合計幾ら払われておるのか、お尋ねいたします。

議 長（森本敏軌） 大下総務課長。

総務課長（大下 修） 委員会でございますが、これは申しわけございませんが、与謝野町の補足機関

の構成委員等の報酬額を定める規則というのがございまして、これに委員会ずっと載っておりま

すけれども、この中には法定で定めてあるものやら、それから町が独自にといいますか、設置し

ておる委員会もございまして、その町独自だけの委員会は幾らというのはちょっと把握しており

ませんけれども、今いいました規則では３４ですか、３４委員会ございまして、それから３５に

は、全各号に掲げるもの以外でというふうなこともありまして、申し上げましたように全体の数

は把握をしておりません。

それから、それらの方にかかる報酬でございますけれども、これも報酬として議会の議員さ

んも含めた非常勤の、そういう委員さんの報酬の全体額は決算書に載っておりますけれども、今

申し上げました、それらの任意の委員会の委員さんだけの報酬というのは把握をしておりません。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） そういう委員会も、私も全部否定するわけではありませんし、大切な委員会も

あろうと思うんですけれども、この決算書をぱらぱらばらとめくって見るだけでも、余りにも多

くの委員会なり審議会、それに対する報酬が出ておると、以前、私は委託料の金額が、もう何億、

余りにもこれは多いん違うかと、庁舎内で何とかならんですかという質問をした経緯がございま

す。これとちょっと金額のレベルが違いますので、一概には言えんわけですけれども、この部分

についても、やはりある意味では、これ本当に多過ぎるん違うかなというふうに思っております。

先ほど、私言いました、いわゆる総合庁舎方式にするのか、分庁舎方式を、このまま続ける

のか、こういうのに対しては、私はやはり町民の方の、自分がその協議の中に入りたいという、

今、審議会の委員さんを募集しておられますわね。そういうような方々も入る中でやって、それ

をどんどんどんどんと町民の方々に第１回目には、こういう議論した、第２回目には、こういう

議論をしたというようなことを公表されていけば、先ほど言いました、いわゆる町民の方々を巻

き込んだ中での議論ができると、そして、それが公表しながら、住民の方々も意識を持っていた

だけるというようなこと、そういう委員会がなぜできないのかなと、これ先ほど言いましたよう

に、いろいろな委員会が、私は、むだな委員会があって、肝心な委員会ができないん違うかなと

いうふうに思うわけですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 町民の方との協働の中で町政を進めていこうという基本姿勢がございます。そ

うした中で、一人でも多くの町民の方に参加していただく、そういう審議会であったり、委員会

であったりするわけでございますので、決してむだな、そういう委員会であったり、また支出を
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していると私は思ってはおりません。町の木を定めたり、歌を定めたりするときにも多くの委員

さん、町民の方に入っていただいておりますし、また総合計画であったり、男女共同参画の計画

であっても、公募をして、その公募で応募をしていただいた方も入って中でのそういう委員会な

り、審議会ができておりますので、むしろこういった活動に対して協力していただける委員さん

に対しては、本当に金額的にはわずかな、本当に仕事を休ませて、出てきていただくようなこと

がほとんどですけれども、個人に限らずいろいろな団体、企業も含めて、そういうことでお世話

になっているものというふうに思っておりますし、その中でもっともっと、むしろもっといろい

ろな形での参画をしていただけるような窓口を、私自身は広げていきたいというふうに考えてお

ります。

９ 番（井田義之） 庁舎方式の委員会は設けるつもりはございませんか。

町 長（太田貴美） まだ、それはできておりません。ワーキンググループの中でできているという

ことですけれども、その庁舎の問題につきましても、もう少し練る必要があろうかというふうに

思いますし、どういう形でするか、今後については、もう少し時間がいただきたいというふうに

思います。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） まだ、聞きたいことがありますので、できればもう一回したいかなと思います

けれども、とりあえず、いわゆる町長が方針を決められてから委員会に出されるのと、町長が白

紙の状態で委員会に出されるのと、全然意見が変わってくると思うんです。その辺のところを見

きわめだけはしっかりしながら、やっていただけたらありがたいなということをお願いして、質

問を終わります。

議 長（森本敏軌） ２回目の、残っておる議員さんが２名あります。

質疑ありませんか。

赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） それでは、２回目の質問をさせていただきます。

決算におきまして、今回の議場の中で持続可能なまちづくりという言葉がどきどき聞こえて

くるわけです。確かに持続可能なまちづくりは大切なことであるんですが、この決算を見てみま

してもですね、また、総務委員会等で税務課長の方から、いろいろなお話をいただいていまして

もですね、町民の総所得が平成２０年度も９億４，５００万円ですか、減額したと。所得者も納

税者も３００人ほど減ったというふうに聞いています。

したがって、この町の役場は持続可能であっても町民、私たちが持続可能でなければ町は維

持できませんので、今、本当にそういった、これ日本全国、当町だけの課題ではないかもしれま

せんが、やはり元気のある地域もございます。そういった中に、やはり行政と、いわゆる経済界

とが一体となった、いわゆる町おこしと申しますか、まちづくりが行われているという例はたく

さん、全国的にあるわけでございます。

そういった中で、本当に、ここまで疲弊した、いわゆる京都府下でも最も所得の低い町とし

て紹介されるような、形容詞がつくような町になっているわけであります。平成２０年度の産業

振興対策もいろいろとしていただいているわけですが、なかなかそれが、まだ今、緒についたば

かりで、まだまだ芽が出て枝が伸びて花が咲くというところまでいっていないようでございます
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が、先般、太田町長のマニフェストの検証大会というのが２５日の日に知遊館でございました。

そのときに、私、感じたことを一つ、町長が点数をつけられた、いわゆるこの頑張る起業、起こ

す業ですね、を応援するまちづくりの平均点が、町長がつけられた点数の中で、一番、項目の中

でいい点数なんですね、３．１点なんです。そして、残念なことに町会議員さんは４名の方が点

数をつけられて、２名の方が回答されて、あと１２名からは何もなかったというふうなことであ

りますので、その４名さんの、だれか知りませんよ、４名さんの点数でいきますと、この頑張る

起業や、起業を応援するまちづくりが１．５点と、特別低いわけなんですね。この４名の議員さ

んだけの主観的な意見でありますので、それがどうこうという判断材料にならないわけですけれ

ども、太田町長、反対によく頑張っていると、平成２０年度の決算も含めて３．１点という一番

高い点がついているわけです。ちょっとこれギャップを感じるわけなんですが、やはり２０年度

の産業振興の、私なりに分析しましても、いずれも、まだまだ半ばということになってますし、

特に京の豆っこ米を含めた農業の循環農業に大きな期待を寄せられて、町長も、その点は４点と

いう点数をつけておられます。満点ですね、いわゆる。もう到達点に達したと、以上にという点

数をつけておられますが、実際にそういった京の豆っこ米の扱い業者並びに、また生産業者の声

を聞きますと、まだまだそこまではいってない、非常に険しい道のりを今、一生懸命に模索され

ておるというふうな状況と、私は判断しています。

そういった中で平成２０年度、いわゆる去年１年なり、きょうまでですね、町長、よくおっ

しゃいます、もうあと１年もないという、我々議員もそうですけれども、その中でお互いの反省

点としまして、いわゆる一番、今、町民から声を聞くのは、いろいろな声を聞きますが、やはり

この経済の疲弊、これに対する不安感、将来に対する不安感、ここがやはり一番大きいと思うん

です。これに対して、町長１年間、いわゆる産業振興、町長は点数、そこそこいいようですが、

どのようにですね、反省点も含めて、また今後、どのように伸びていくのか、この辺も含めてで

すね、町長のご所見ありましたらお伺いしたいと思っています。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 私のマニフェストでございますので、まず、そのマニフェストについて、その

中身を見ていただくことが必要かなというふうに思うんですけれども、あのときも少し申し上げ

ておりましたけれども、政策を掲げての選挙戦を戦いたいということでマニフェストをつくって、

そして出させていただきました。

本来は、長期的な展望の中での、私の担う、その４年間の中で、ここまでいきたいという内

容も含めたものを１０７項目掲げております。

私の判断としては、自分が掲げた目標まで到達したという、そういう評価の仕方ですし、そ

の中身が余りわからない、あるいはアンケートなんかでも見て、そう感じたんですけれども、わ

からないという答えが結構多かったわけです。ですから、そのマニフェストの中身について、選

挙前に発表したり、公開したりする、そういう法律上の問題の中でも、なかなかできなかったこ

とがあって、その後、きっちりと、そうしたことについて、皆さんに訴えるということが、そう

細かく訴えることができなかったということがあって、なおローカルマニフェストとは何かとい

うことも、まだわからないまま進んできた結果だろうというふうに思っております。

その中身につきましては、一つ一つの項目を、例えば今後についての産業振興についての計
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画を立てるだとか、それから、今ちょっと手元に持っていませんから一つ一つの項目を思い出せ

ませんけれども、その自分が設定した到達度、内容まで自分はいったんではないかという思いの、

そこのきょうの点数のつけ方のギャップがあるんかと思います。

やはり町民の皆さんになじんでいるのは１０年間の計画の、総合評価という中での評価だろ

うというふうに思いますので、マニフェストの検証というのと、それとは少し違ってくる、そう

いうギャップのあらわれではないかというふうに思っております。

ご指摘のとおり、十分とまでは、もちろんいかない、例えば防犯について、町でそういう組

織を立ち上げますという話の中で、防犯協会が３町合わせてできたとか、この４年間にそういう

組織づくりをしていきたいという基礎づくりがほとんどでございますので、今後についてはでき

たものを具体的にどう進めていくかということが、今後の課題になってくるかというふうに思い

ますので、そういう意味で、例えば商工の方でありますと、先ほど言われましたような、いろい

ろな施策を打ち出すところまではいったという意味で、到達したという、私自身はそういうとら

え方をしております。その辺のギャップが、そういう差になったんだろうというふうに思ってお

ります。

そういう意味では、せんだってさせていただいた中で、いろいろ皆さんとの思い、また自分

自身との思いのギャップを感じましたし、それを今後にどうしていくかということを、今後は必

要になってくるかというふうな思いも改めて持たせていただきました。

議 長（森本敏軌） 赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） 今、町長おっしゃるとおり、やっぱりマニフェストというのは個人が公約した

４年間の期間の到達点と、やはり我々が町民目線で見ると、今現状、どのようなのだというとこ

ろに大きなギャップがあるんです。だから、マニフェストを・・ですよ、マニフェストがいい点

だったからといって、現状がどうかということと、ギャップがあるわけです、どうしても、これ

は。そこが、やっぱりギャップをせいぜいですね、お互いに議会も含めて埋めていく努力を恐ら

く担当課も一生懸命していると思うんです。なかなかその辺のまだまだですね、ギャップが大き

くて、特に、この部分においては、特にギャップが大きかったんです。議員の１．５点という低

い点と、町長が一番いい３．１点という、余りにも象徴的なとこであったので、これはやっぱり

マニフェストというものに対しての見方の、非常に象徴的な案件であり、なおかつ今、町民が一

番求めている部分だなと思ったから２０年度の決算の中で、あえて質問させていただいたんです

が、よくわかりました。

それからですね、先ほど井田議員が土地開発基金の件、私もこれ質問しようと思っていました

ら、先に井田議員の方から指摘していただいたんですが、よくわかるようにしていただくのも結

構なんですが、当然。私はよくわかるでなしに、早く直してほしいと、実際に町役場が建ってい

る、しかしそれが、土地開発基金に残っていると、ここが台風２３号の影響かもしれませんが、

やはり台風２３号の影響をいつまでも、やはり当たり前の適正な形で、いわゆる変更しほしいと。

それから、ほかにも滝の親水公園の駐車場、これも駐車場として使っています。だから、既に目

的を達成しているものにおいては、ここに置いておくのじゃなしに、やはりこれはお金があると

か、ないとかの問題ではなしに、やはり基金とは、全く性格が違いますので、ぜひともこういっ

たものは、確かによくわかるようにファイルしてあるんですね、これ。僕も感心しましたけれど
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も、航空写真もつけ、場所もつけ、きょうでまのてんまつも全部書いてですね、企画財政課きち

っとよくわかるように、こうやってやってます、これは。確かにちゃんとファイルされています。

ただ、問題はこれをよくわかるようにするのではなしに、やはり適正な処理をしてほしいという

ことを私、訴えたいわけですが、いかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

まず、適正な処置と申しますと、やはり一般会計等の財産として使用しておるわけでございま

すから、いわゆる議会で補正予算をお認めいただいて、その分のお金を基金に入れるということ

になろうかというふうに思っております。ただ、そういうことをせずして、例えば錯誤ですとか

いうような方法もあるのかどうか、ちょっとそれらも検討させていただきまして、なるべく早い

時期に適切な状況に持っていく努力をさせていただきたいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） 早急にそういった処置をお願いします。

それと、もう１点、土地開発基金の中でもですね、これはいい場所だなと、商業地に、また住

宅地になるんだなという、非常にいい場所が残っているところもあるんですね。これはやはり基

金でもっていく、既に、それはその当時は、そういった必要であったんですが、今では全く不要

なものがあります。そういったものを、やはり処分して換金すると、いつまでも基金で値踏みし

ておっても、実際の評価額とは違ってくると思うんです、実際の売買、実質売買とは。そういっ

たものも含めてですね、先ほどの井田議員の質問に関連はしてくるわけですが、やはりそういっ

た処分できるものは処分すると、何も基金で置いておかなくてもいいと、非常に私個人、ほしい

なと思うところあります。恐らく一般の方も要望されるところはあります。そういったものは、

ぜひとも基金ではなしに処分されるという方向で、もう一度、点検、見直しを、お願いできるで

しょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

先ほどの副町長が答弁で言っておりました活用委員会、そこで普通財産、それから基金なんか

も含めて検討をさせてもらっているという状況でございます。そういう中で換金できる、いわゆ

る町として不要で、換金できるものについては積極的に換金したいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） それでは、ここで休憩します。

４５分再開します。

（休憩 午前１０時３０分）

（再開 午前１０時４５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開します。

赤松議員の質疑を続行します。

赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） 今回、私、決算の中においては、土地のことについて土地開発基金含めて、調べ

ていたんですが、１点、どうしても私わからないことがあってお尋ねするんですけれども、旧野

田川町時代の、町道中央線という路線がございまして、それは、現在では宮津署のですね、スピ
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ード違反の取り締まり路線の一番いいところになってまして、あそこの多くの町民が貴重な財源

を奉仕していると、まことに町民にとってはえらい迷惑な道になっとるんですけれども、その先

線の部分ですね、いわゆる岩屋川を越えて上山田川です、尾崎地区ですね。ここが当時、先行取

得で土地を購入したといういきさつがあるんですが、この部分が、どの部分にですね、決算書の

３３０ページから、私ながめてみるんですけれども、どうも該当する場所がないんですが、ひょ

っとして私の見落としでですね、これがその部分ですよということがあるのか、ないのか、ちょ

っとここですよというご答弁をいただきたいと思うんですが、と申しますのも、ちょうど昨年の

秋、その町道中央線をつけるために農地を提供された農家の方がですね、いつになったらできる

んだと、土地を提供したわけで、三角形の田んぼになって非常に農耕作がやりにくいと、しかし、

道路ができると思って辛抱していたけれども、いつまでたってもできないと、どういうことなん

だということを非常に残念がられていました。けれども、その方は最近亡くなられたんですが、

そう言い残して、その方の言葉が、私、耳に残っていまして、そして旧町時代は、随分この問題、

いろいろな角度から検討、協議したことでありますので、含めましてですね、その土地はどこに、

ここにファイルされているのか、ご答弁願いたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

この決算書の中には出ていないと思っています。いいますのが、町道用地でございますので、

いわゆる普通財産、それから行政財産というふうに出ておりますけれども、それぞれの施設の、

ですから道路だとか、それから他の行政財産ですね、そういったものは、この中には出てこない、

確か町道認定はしておるはずでございますので、道路用地として整理をしておるということだと

いうふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） ちょっと意味がちょっとわからないんですけれども、じゃどこに、それはどこを

見たらわかるんですか。何平米、何坪あるとか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） 別に事業課に整備しております道路台帳、これに搭載されているだろうとい

うふうに思っています。

議 長（森本敏軌） 赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） それでは、建設課長にお尋ねしますが、その道路台帳の中に、どのような形で、

確か結構面積広かったと思うんです。これにつきまして、どのような形で実際、今、何平米残っ

ているのか、結構、当時、購入した記憶がございますので、よろしくお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） 今、資料を持ってきておりません。後でちょっと報告をさせていただくという

ふうなことでお許しをいただきたいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） それでは、また後ほどご答弁願いたいと、お願いをいたします。

それからですね、あと阿蘇シーサイドパークの、昨年、ことしも予算ついているわけですが、

先般の町長と議員さんとのやりとりを聞いている中、また担当課長の答弁を聞いている中で、平
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成２２年度には完成したいと言われたんですか、平成２４年度と言われたんですか。２４年です

か。２４年度には完成したいというふうな答弁を担当課長はされていました。町長は家城議員が

交通公園という提案をされていました。私はかねてから、私、以外の議員もそうですが、グラン

ドゴルフ場ということを提案していました。

町長は、グランドゴルフ場の提案に対しまして、非常にいい案だと、早急に担当課の方に検討

させるというご答弁をいただいたんですが、もう後ですね、２２年、２３年、２４年と、もう

３年しかないわけです。その中で、町長の答弁では、これからどのようなものが要るのか、いい

のかどうか、今から検討したいというふうにおっしゃって、これは家城議員の答弁におっしゃっ

ていましたが、私、やはりこの辺も、できるのならできる、できないならできないというふうな

見きわめをしていかなければならないと思いますし、本当に阿蘇シーサイドパークが約３０億円

という巨額の投資をした、その対費用効果といったものも当然、町民から問われると思いますの

で、この点につきましてですね、町長、いま一度ですね、交通公園なりグランドゴルフ場なり、

そういったものを本当に検討されることがあるのか、また、きょうまで私の答弁には検討すると、

早急にするとおっしゃっていましたが本当に検討されているのか、否か、これにつきましてご答

弁お願いします。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 今、取り組んでおります都市計画の中での阿蘇シーサイドパークにつきましては、

２４年度で完成をする方向で目指してやっております。

おっしゃっているところは、公共用地として都市計画でしたかね、後でまた課長の方から申し

上げます。その部分について、どういうふうに活用するかという中で、一つのご提案のグランド

ゴルフもあるでしょうし、ですから、交通公園というご提案もあるでしょうし、それらについて

はまだ、そこをどういうふうに活用していくかということについては、まだ考えておらないとい

うことで、一つの提案として受けとめさせていただいているということでございます。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えしたいというふうに思います。

平成２０年度で、今の都市機能用地の部分の測量をさせていただいております。したがいまし

て、今後、そういったことの場合、どの辺の、例えば取れるだとか、そういうふうなことと、あ

るいは、別の用途等々ともやはり勘案していこうと思いますと、今までも資料がなかったわけで

すけれども、きちっとした資料ができましたんで、今後、そういったことも含めまして検討させ

ていただきたいというふうに思っています。一応、現況の平面図は取れております。

議 長（森本敏軌） 赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） 私が質問して、早急に検討すると言われましてから、もう確実に１年半はたって

いますし、井田議員も質問されました。井田議員は一般質問されたんですかね。それからも１年

以上たっています。やはり私は検討すると言われましたら、まだ検討、もう既にできているのか

なと、ぼちぼち、どうされるのかなと結論が出るかと思っていたんですが、まだ、これから検討

ということでございます。と申しますのは、どんな事業をしようと思いましても、関連があるわ

けですね。ただ単にグランドゴルフ場をつくったから、それをだれが管理するのか、また地域の

業者の方々との、いわゆるコラボレーションするとかね、いろいろな形での、いわゆる産業振興、
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また観光振興、そしてコミュニティ振興、いろいろなものが関連しますので、やはり急に決めた

からといって、ただ単にハード事業をこなせばいいというのではない。そこには特に岩滝地域の

方々の長年の夢や希望が固まった場所でありますので、やはり１日も早くですね、どのようなも

のになるのか、検討されまして、結果を出されまして、そして地域住民含め、町民の皆さんにで

すね、それを、私は発表していただきたいと、こんなように思っていますので、よろしくお願い

をいたします。

それから、あと１分だけですから、もういいにします。中途半端になりますんで、以上でござ

います。

議 長（森本敏軌） それでは、３回目も含めまして質疑に入りたいと思います。

質疑ありませんか。

野村議員。

１ 番（野村生八） それでは、３回目の質問をいたします。

まず、農林課長に先日お聞きしようとしていました三セクの問題について、特にファーマーズ

ライスを参考に取り上げさせていただきます。

資料の１５ページで、小林議員が取り上げられました、いわゆる売上がふえているのにですね、

売上原価がそれにつれてかなり上がってですね、粗利益はそんなにふえないと、さらに経費がふ

えて、この時点での、利益が減っているという、こういう決算になっていると思うんですが、こ

のことをどういうふうには内容を把握されているのか、この点をお伺いします。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

株式会社ファーマーズライスの決算につきましては、平成２１年５月３１日を期末とします第

１０期の決算におきましては、５１８万７，７６６円の黒字を出していただいたということでご

ざいます。

同じく近年の期末の決算状況について、資料としてお渡しをさせていただいております。近年

は数百万円単位で毎年、順調に黒字を出していただいているということでございます。一方、売

上額が順調に伸びております。売上が伸びる一方で、黒字とはいえ利益の数字自身はそれほど伸

びないということでございまして、これは売上原価等、これが、コストが高くなってきていると

いうことになろうかというふうに思っております。その要因としては、いろいろと上げられるの

ではないかというふうに思っております。

雇用もたくさんしていただきまして、期末現在で社員１４名、パートほかで３７名ということ

で数字、この就労人員も非常に伸びてきております。そういう中で今後の、いろいろな会社の経

営を考えましたときに、やはりパートさん等への賃金におきましても、やはりわずかでも高く設

定をして、お支払いをして意欲を持って会社にお勤めいただくというようなことも必要ではない

かということもお考えでございますし、また、人材の登用ということも非常に重要で、それらを

する中で人件費の部分も若干あるというふうに思っておりますし、それから、高速道路がダント

ツで大きな販売先としてあるわけですけれども、いろいろと運送コスト、販売コストが、そうい

う面で非常に高くつくと、それから、材料費も国産にということもございましたりして、非常に

コストアップにつながってきているということで、どうしても原価そのものは非常に高くついて
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くるというところが、非常に押してきているということではないかというふうに思っております。

会社としては、売上を伸ばすということは非常に大事なことなんですけれども、むしろ売上を

伸ばすよりも利益を伸ばすということを、もちろん第一義として努力もしていただいております

けれども、第１０期の結果としては、そのような形になったんではないかというふうに思ってお

ります。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） この現在ある設備で、フル生産をできるとすれば、この売上は何割増しまで、こ

の１０期の売上、コスト等々から見て、何割増しになるところまでできるのか、そこになった時

点で、こういう状況で推移して、どれぐらい今言われた黒字幅が拡大するとかね、そういう見通

しになっているのか、その辺はいかがですか。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

株式会社ファーマーズライスにおきましては、株主総会、毎年７月ごろに開催をされるわけで

すけれども、毎年、その時期には向こう３カ年程度の経営計画というものもお示しをいただいて

おります。そういう中で売上の目標として、平成２２年度には３億円を目指していこうというこ

とでございます。また、計上の損益につきましては１，０００万円を当面の目標として黒字を出

していこうと、こういう計画のもとに努力をしていただいているということでございます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） １７ページの貸借対照表と損益計算書ですが、先日の質問で減価償却９１万円が

製造原価の中に入っているということでした。これ以外に、いわゆる民間の会社と同じ、この事

業は運営されるわけですが、町が持っている資産ですね、この部分が、大きな部分があるだろう

と思っています。この部分の減価償却に当たる、いわゆる投資に見合った、この年度に本来は償

却しなければならないと思われる額はどれぐらいあるのか、そういうことが把握されているでし

ょうか。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えします。

町が投資しました設備等に対する減価償却費の相当額というものにつきましては把握しており

ません。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） かなりあるだろうと思うんですね。本来は、ほかの競争相手は、その部分を償却

しながら経営をされていると、そういう中で、それがなくて、いわゆるこれだけの売上で、これ

だけの利益ということですから、先ほどちょっと言われましたが、そこには何かの第三セクター

の特徴があるだろうと思ってまして、いわゆる安い値段で売れているのか、よそと同じぐらいの

値段で競争力のある品質のものをつくって、反対に先ほど言われました人件費が、よその会社よ

りもたくさん使われているのか、そういうふうな分析はされているでしょうか。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

経費の面で特段、同種の会社と、例えば人件費が特別に高いとか、それから、コストも特別に
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高くついているとか、そういう部分というのはないんじゃないかというふうに思っております。

この株式会社ファーマーズライスにつきましては、三セクの会社として発足をしたわけですけ

れども、創業当時の大きな赤字損失を抱えておりますので、それらを踏まえ、また多額の借入金

を抱える中では、なかなか投資に回す余力というものが体力として、会社そのものにないという

ところがございます。

そういう中で、町として支援をさせていただくことで、黒字経営を継続していただくことに加

えて、投資的な部分での支援というものが、町が、設置した農業振興を目的とする施設の部分が

ございますので、そのところを町としてでき得る支援をさせていただかなければならないんでは

ないかというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 会社として、いわゆる負担しなくてもいい、町が受け持っている減価償却の額と、

次のページにあります利息ですね、先ほど言いました赤字の中で支払利息を抱えている、それが

５９万円ですから、それが、どちらに触れているのかによってですね、今言われたことは変わっ

てくるだろうというふうに思っています。そういう分析がなされてないと、その会社に対して町

が今後、どう投資したらいいのかと、谷口議員が指摘された問題点はですね、明らかになってこ

ないんではないかと、先日は投資に見合って、どういうふうな改善がされていくかという試算は

されてないという答弁がありましたが、こういうところの運営はですね、ほかの運営は別にしま

して、こういう会社の運営は少なくとも試算できる、普通の会社は投資して効果があるかどうか

を試算しなければ投資しませんので、できるはずなんで、当然、これは町が運営しているんでは

なくても、町としては、その判断に基づいて投資すべきだというふうに思っています。

例えば、これでいえば外注の委託費が７００万円でしたかな、ありますけれども、これが投資

によってどれだけ減るということで償却できるとか、そういう基準が必要だと思いますし、そも

そも三セクに対して、どこを基準に今後、投資すべきかという点での基準は、私も要るというふ

うに思っています。そういうふうに、これは別にファーマーズライスだけのことを言っているん

じゃなくて、一番よくわかるから取り上げているんですが、三セクに対する町の対応の仕方、今

後の運営等々についての基本姿勢、こういうことについてもしっかりと新しい基準でつくってい

く必要があるだろうと、指定管理が生まれてきた当然の大きな変化とともにというふうに思って

いますが、こういうことについて、これ副町長にお尋ねします。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） お答えをいたします。

るるご高説を拝聴いたしました。確かに三セクに対するかかわりにつきましては、この間、服

部議員からも、もう少し国の総務省の通知を受けて、積極的にかかわるべきではないかという趣

旨のご指摘をいただいております。そのときにも申し上げたかと思うんですけれども、基本的に

は三セクをつくって、株式会社という組織形態をつくっていただいてます。役員さん以下、民間

のノウハウをお持ちの方ばかりでございます。積極的に日常的に町の方が三セクにかかわって、

あれこれ経営の中身について立ち入るのは、三セクをつくった趣旨、それから、指定管理をお願

いしている趣旨からすれば、それは、やはり民間の力に託すという意味で、特段ここのファーマ

ーズライスにつきまして、今まで以上の積極的な、日常的なかかわりを持つと、一定の方針を持
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ってかかわりを持つということについては、現在のところ考えておりません。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 三セクが、町の持っている、投資した分の減価償却を払うべきだとも思いません

し、それから、いわゆる今後も地域の雇用や、そして地域の資源を有効利用する意味で、当初の

目的に沿って、しっかりと運営していただく必要があるだろうと思います。そのためにこそ行政

が、運営に介入する必要はないですけれども、行政の果たすべき内容を新しくグレードアップす

る必要があるだろうと思っています。その点については指摘をしておきます。

次に、企画財政課長に質問いたします。

決算の資料の１３、１４ページに経常収支表というのをつけていただきまして、経常収支の内

容がよくわかる表をいただいております。本来、これの裏として収入の方のものがあれば、より

よくわかると思っています。先日、よりよくするためには、どんどんつけていくという答弁をい

ただいていますが、これを是非、次回からはつけていただきたいなと思っていますが、これにつ

いて１点お伺いします。

それからですね、この経常収支比率が９５．１が、さらに下がったということで、結構なこと

だと思うんですが、どこに高い問題があるかということで、いろいろ取り上げられてきました。

少なくとも７５％等々はですね、昔の行政のあり方から見れば、必要な・・だったかわかりませ

んが、前に指摘しましたように、福祉や保険や医療がどんどんふくらんでいって、今、行政サー

ビスは、多くがその部分を受け持っていて、いわゆる公共投資部門は総体的に低下している状況

で、同じ経常収支比率が必要だということにはならないというふうに前、指摘をいたしました。

その点が１点、お考えをお聞きしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

まず１点目でございますけれども、収入の状況ということで、１３ページ、１４ページに経常

収支表が掲げてあるわけでございますので、経常的な一般財源収入が幾らあるのかという、その

分母になる数字、これがわかった方が、やはり説明しやすいだろうというふうに思いますので、

来年度からつけさせていただきたいというふうに思っております。

それから、経常収支比率の問題でございますけれども、町村の場合で７０から８０％というの

が適正な数字だと、これは昔からこの数字は変わっておりません。しかし、野村議員ご指摘のよ

うに、いろいろな福祉施策ですとか、いわゆる環境施策ですとか、町が取り組まなければならな

い事業が大幅にふえてきたという事実がございます。

それに対して、交付税の源資となる税収が、どうなるかとなってまいりますと、やはりそれが

上がってこないと、したがいまして、地方交付税そのものの総額がふえていかないと、ですから、

交付税そのものが頭打ちがかかったりして、経常一般財源収入が需要に対して伸びないというこ

とは確かにあろうかというふうに思っております。ただ、これは与謝野町だけの現象ではなくし

て、日本全国どこの市町村にも該当する内容でございます。その中で、やはり平均より与謝野町

の場合は高いという結果が出ておりますので、このことは、やはり低くする努力は今後ともやっ

ていかなければならないだろうというふうに思っています。以上です。

議 長（森本敏軌） 野村議員。
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１ 番（野村生八） 福祉、環境、教育、保険、医療、こういうところに予算を多く使う、いわゆる福

祉のまちづくりを進めれば、それをしていない町に比べれば経常収支は当然上がると、だから問

題は総合計画で決めた内容を実施しようとすれば、当町では経常収支比率は幾らが望ましい、そ

れよりも高いからそこまで下げるという、そういう判断が、これも要るだろうというふうに思っ

ています。その点について今後しっかりと見ていただきたいと思います。

それでですね、人件費がそれを押し上げる大きな要因ということでしたが、先日、指摘しまし

たように、人件費かなり下がってきてですね、それが今が完全に妥当かどうかということじゃな

くて、今後、交付税が大きく減らされる時点に向かって、どうかという視点は要りますが、一定

改善されています。

しかし、一方その次に大きいのが、この資料を見ても公債費ですね、人件費２３．７に対して

公債費が２３．１と、６８億の分母に対して、公債費の約１６億円ということで、そうなってい

るわけですが、いわゆるここをしっかりと方向性を見出さないと経常収支比率を下げるというこ

とにはなっていかないのでないかというふうに思います。行革の内容ではですね、指摘したよう

に、この公債費をどうするということが入っていません、その点について今後の、２０年の決算

から、今後どういうふうな方向で、さらに一層取り組むのか、単純に、いわゆる経常収支を下げ

ようと思えば、住民サービスを減らすということにつながるわけで、ここを改善しながら住民サ

ービス維持して、経常収支費を下げていくということが大事だと思っていますが、その点につい

て企画財政課長のお考えをお聞きします。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

確かに公債費、いわゆる借金返し、これも経常収支比率では、かなり高い数値を示しておりま

す。もちろん、この数字を低くしようと思えば事業を厳選して、借金を余りしないと、こういう

ことになろうかというふうに思っております。しかし、現在やっております事業につきましても、

旧町から引き継いだり、あるいは住民要求の高い、そういった事業を厳選させてやらせていただ

いているつもりでございます。

一般会計の起債を少なくしていくという努力、これはしなくちゃならんというふうに思ってお

りますが、全く発行しないというわけにもいかないだろうというふうに思います。

それと、もう一つは、実質公債費比率で町の財政状況が判断されるようになったと。特別会計

も含めて、今後は財政の健全化の指数が出てくるということでございますので、下水道事業、こ

れは引き続く事業でございます。

それから、簡易水道、これも統合に向けて、どうしてもやらなければならない事業ということ

になってまいりますので、やはり特別会計等の支出について、今後ふえていく可能性がございま

すので、それらと総合調整を図って財政健全化判断比率の数字を守りながら、財政運営をやって

いく必要があるだろうと、このように思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 公債費の元金の返済は約１４億円、一方新しい起債については約６億円ですか、

投資にかかわってね、だから町としては、今、言われた中で、なかなかと言われましたが、結構

減らす形で厳選してやっているんですね。減っていかない大きな理由が臨時財政対策債、これが
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４億円もあると、比率にすれば国の都合で押しつけられている借金が、かなり高いわけですね。

これについて先日、私は今まではですね、結局、国は返さないんではないかということで、これ

が返していただけると思って財政運営をするのは危険ではないかという立場で質問しておきまし

たが、政権が変わったので、そうではなくて、臨時財政対策債は交付税として戻して、きっちり

とやっていただくという方向で努力する必要があるというふうな質問をいたしました。これにつ

いてはですね、自公政権でも根拠がないわけですから、交付税に戻すという、そういう話だった

のを、その約束をほごにしてきょうまできているという話をいたします。

そこで質問ですが、臨時財政対策債はですね、私はそう思っていますが、交付税として与謝野

町が受け取るべき正規の税収入というふうに思っていますが、その点についてはどうでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

交付税の需要額そのものが、どんどん伸びていった中で、交付税の原資となります税等の収入

がふえないと、このままでは交付税の総額が確保できないということで、急遽考え出されたのが

臨時財政対策債ということでございます。

その償還金については１００％交付税で元利償還金としてみましょうと、こういうことでござ

いますけれども、したがいまして、臨時財政対策債という借金にはなっておるんですけれども、

その交付税の総額も含めて、これを計算するということになります。しかし、申し上げておりま

すように、交付税の総額の中から、その臨時財政対策費の償還日を算定して、返済するわけでご

ざいますので、交付税の先食いといわれている制度だということでございます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） だから、臨時財政対策債はですね、本来、交付税として我々が受け取るべき税収

入と、国から温情でもらっているものではないということですね。その臨時財政対策債が、この

２０年でも元金の返済が１億８，０００万円あるわけですが、これが経常収支比率に、またはね

返ってきているわけですね。これは幾らはね返っていますか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

平成２０年度の臨時財政対策債の元利償還金は、今、議員からご指摘いただきましたように、

１億８，０６１万２，０００円ございます。この数字を、いわゆる分母となります経常的な一般

財源収入６８億９，８５２万７，０００円で割りますと２．６％という数字が出てまいります。

ですから、これが経常収支比率を押し上げている原因になるのかどうかということについて、ち

ょっと今、私の頭がもんもんとして整理できんのですけれども、言い分としては元利償還金は確

かにありますよと、確かにあるんだけれども、分母の、この一般財源収入ですね、その中に、交

付税の中に元利償還金１００％算入してますよと、だから、分子もふえるけれども、分母もふえ

ているんですよと、そういう言い分もあるのかなという気も、ちょっと今、頭ももんもんとして

いるところでございます。以上です。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 臨時財政対策債が通常の交付税にプラスして国が予算措置してれば言われたとお

りなんですが、今まで言われていたように、いわゆる交付税の中に入れちゃって、ほかのところ
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が減らされて、結局はプラスにならないというのが、この間の自公政権の運営だったわけですか

ら、幾ばくかは交付税に入っているんでね、２．６％全部ではないですが、恐らくこれも影響が

生まれているというふうに思っています。これも２１年度、ことしでとまったとしても、その資

料で返済は約２億５，０００万円までふえていくと、そうなると３．９％に上がっていくわけで

すね、だから臨時財政対策債という、国の責任で経常収支比率が上げられる側面があるという面

もありますんでね、それを住民サービスを減らして数字を下げればいいということにはならない

というふうに思います。町長にそういう点で、十分そういうことも考えながら、経常収支比率と

いうものを、数字を、内容をしっかりとらえながら数字を見る必要があると思っていますが、そ

の点についてのお考えをお聞きします。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） おっしゃるとおりだというふうに考えております。今後の財政運用については、

非常に厳しいと言われながらも、その中身について、やはりきちっちりと見据えながら、長期的

な展望に立った中での執行をしていくということもあわせて考えてまいりたいというふうに思い

ます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 地方自治体に対して、憲法や法律や国から求められている責任に見合った、必要

な財源、しっかり回していただくと、名目だけじゃなくて、形だけではなくて、必要な財源をふ

やしていただくという形をしない限りは、この問題は解決しないと思っていますので、今後とも

よろしくお願いします。

そこで、最後に行政改革に戻ります。町長にお聞きします。今までいろいろな問題、中小企業

憲章や、公契約条例、あるいは、税の徴収のあり方、三セクのあり方等々を質問してきました。

行政改革というのは財政再建ではないと、町長は単に支出を減らすという取り組みはしてないと、

スプラップ・アンド・ビルドで新しいサービスのための財源確保等々という視点でやっていると

いう答弁をされました。私はそういう、大変その面はいいだろうと思うんですが、やはり行政改

革というのは、総合計画を実現するために新しい与謝野町が、さらにどういう行政機構なり、運

営の仕方をしなければならないのかと、そこに向かって改革していくという、このもう一方の方

面が非常に大事だろうと、総合計画等々できて、新しい与謝野町の枠組がようやく整ってですね、

新たな方向で取り組むべき時期にきています。そういう意味では、行政改革というのを、そうい

う方向で、さらにレベルを上げて取り組んでいく必要があるのではないかと思っています。

例えばですね、先日、企画財政課長が、なかなか情報の面で全部を把握しながらということは

難しいという答弁をされましたが、今、情報というのは非常に大事で予算もふえているという点

では、今回は余り取り上げませんが、やはり情報化をつくって、そういう部署をつくることによ

って、仕事のやり方も変えれるし、予算的にも負担が減らせるという問題もあります。とりわけ

大事だったものが、地域協議会でして、住民参加を広げていく行政機構という点でも大事ですし、

それから住民にかかわる身近な予算は、住民のところに移していく、住民への分権という、こう

いう、方向でも行政機構の改革として非常に大事なのが地域協議会だというふうに思っておりま

す。そういう点で、ぜひこういう行政のあり方を含めた行政改革に進めていく、レベルを上げて

いただきたいと思っていますが、この点での、お考えはいかがでしょうか。
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議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） １０年間の計画として掲げています総合計画を執行していく、かなえていく、そ

のためのいろいろなご提言をいただきました。今後につきましても、それらの点を考えた上で、

できるだけいい方向へ進むようなまちづくりに多くの方が参加していただき、そしてまた、現実、

そうしたものが少しずつでも実現するような方法について、考えてまいりたいと思います。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） まだですね、地域振興基金のあり方等々ですね、行政改革でやっぱり取り組むべ

き課題がいっぱい生まれているというふうに思っています。ぜひ住民が主人公のまちづくり、積

極的に機構の見直しも含めて取り組んでいただきたいということを指摘して質問を終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

小林議員。

５ 番（小林庸夫） それでは、３回目の質問をさせていただきますが、これは、先ほど赤松議員も申

されましたけれども、口を開けば産業関係で太田課長には申しわけないですけれども、ちょっと

太田課長に質問させていただきたいと思うんですが。

この予算の参考資料を見まして、商工関係につきましては産業商工関連部門と観光関連部門と

二つ大きく分かれると思ってピックアップさせてもらったんですが、産業商工関連につきまして

は、概算ですけれども８，０９６万円投入していただいておりますし、それから観光関連につき

ましては、クアハウスを除きまして５，５６０万円ということでございますが、この観光行政に

つきまして、どのぐらいの、いわゆるこうして毎年投入されておられての成果が上がりつつある

のか、ちょっとそういった形の課長の思いをまずお聞かせいただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） ２０年度におきまして、所管課として、合併以降の大きな取り組みとしまし

て、総合評価に準じた形で観光振興ビジョンを策定いたしました年になります。「美心与謝野」

というテーマで鉄幹・晶子をゆかりの地として、昭和モダンを打ち出そうということで、具体的

な戦略を打ち出したいということで、各議員方には新年度予算を、２０年度予算を組むときに提

案をさせていただきまして、具体的な取り組みができるというふうに考えておりまして、既にい

ろいろな具体的な取り組みができてきつつあるというふうに認識をしております。まだまだ、そ

れぞれの役割分担を明確にして取り組まなければならない分野が観光でありますし、観光分野に

つきましては、すぐに結果が出るというものではございませんので、長期的な中で、それぞれの

役割で目標を一つにして取り組むことが一番重要じゃないかなというふうに思います。そういっ

た中で、もう少し時間はかかりますが、引き続き地道にですけれども、その形を整えていきたい

というふうに思っております。

商工の分野、いわゆる製造業につきましては、いろいろな野村議員からもご質問ありましたよ

うに、方向性を見出すには国レベルの分野もかかわってくる経済状況でございますので、小さな

町一つでなかなか目に見えたものは出せない状況でありますが、野村議員のご質問に答えました

ように、協働の中で、いかに目標を持っていくかという考え方でおりますので、いわゆる観光も

製造業も含めた商工業も、そういう形で取り組んでいきたいと思います。

２０年度の成果というものにつきましては、冒頭に、観光分野につきましては一つの方向性が
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見出したというふうに考えておりますので、その醸成を図っていくための取り組みを引き続きや

っていきたいというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） おぼろげながらわかってきたようなことでございますが、この産業商工関連で先

ほど８，０９６万円と申しましたけれども、この内訳を見ますと商工会に２，５２４万円、それ

から利子補給に３，６８５万円と、この二つだけですね、６，２０９万円という形で産業商工関

連の８，０９６万円のうち７７％を占めとるわけですね。本当に残り１，８８７万円ほどで織物

振興でありますとか、産業振興でありますとか、染織センターの管理、あるいは商店街の街路灯

１０３万円等々があるようでございますが、せんだっても、私ちょっと赤松議員も非常に、この

地域の町の経済の憂慮されたご発言が、さっきあったんですが、私も本当に、このままではもう

本当に若い人も希望もないというような中で、だれも、大人もそうなんですが、展望のない中で、

国がこういうことですからやむを得ないというようなあきらめで、そうして、生活できる間はよ

ろしいけれども、このままじっとしていても何ら改革、活路が見られない中にありましてですね、

何とか頑張らないかんと、そういう思いでおるんですが。

せんだっても、ある集いの場に行きまして、いろいろとお話を聞きますと、やはり元気のある

町というのは、やっぱり製造業が頑張っている町だという形のことをある方が申されておられま

した。観光という分野では、どこの自治体もそれぞれ観光、観光を否定するわけではございませ

んが、観光という分野ではなかなか飯は食えないんだと、観光で飯が食えるのは京都と沖縄県だ

けだと、こう申されておられました。いわゆるお客さんが寒暖なしに、国内はもとより海外から

もおみえになると、単発的な観光では、なかなか地域は潤わないと、特定のホテルであるか、旅

館なんかは、確かにＰＲとか宣伝方法によっては潤っているところもあるけれども、なかなか観

光という形で小さい地域が潤っていくというような形のことは難しいというようなことを申され

ておられまして、私は来年度に向けて、ぜひ、商工会に２，５２４万円、利子補給に

３，６８５万円という形で７７％が丸投げという表現よくないですけれども、そういう、やはり

そうじゃなしに、町が一つの中心になって、一般質問でもさせていただきましたけれども、ただ

事業者だけではなしに、事業者だって永劫盛衰、やっぱり栄える人もあるし、またしぼんでもい

く業者もありますし、あるいはまた全く、女性の方でもですね、もうきょうでも起業しようとか

という方もおられますし、一般の商売関係ない人でもやってみようという人もおられますし、や

はり町を挙げてそういう起業は、企業誘致ということ私も再々言うてましたけれども、なかなか

難しいですし、やはり小さいことでもいいですから、この起業ができる、起業家が育つ、そうい

う行政の環境づくりということに、来年に向けてですね、ぜひ太田商工観光課長に頑張っていた

だきたいと、それを申し上げたくて３遍目、立ったわけでございます。

農業関連につきましては、国とかね、府の財源が、たくさんいただいておられて、非常にこち

らも厳しい中でもございますけれども、それぞれの関係する方が頑張っておられますが、ぜひそ

ういったものづくりという形のことで、海外との賃金格差で非常に厳しい中でございますけれど

も、日本人のすばらしさというものをもっと自信を持って頑張ってほしいというようなお話もお

聞きしたんですが、やはり打ちひしがれることなしに、やはりもう一つここで踏ん張ってですね、

やっぱりこの町が、地域がよくなるように、そうせんと税のことであるとか、すべてのことに関
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連するだけに、やはりそういう大きな町の方針として、ぜひ町長以下、皆さん方、私も何がした

らええということわかりませんけれども、そのうちの一つのことも、参加者は少ないかもわかり

ませんけれども、せんなんことの一つかもわかりませんし、とにかく元気づける方向でお金を使

っていただきたいと、こういうことをお願いしたいと思います。お考えがありましたら。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。

なかなか目に見えた結果が出てないということで、厳しい言葉をちょうだいしているというふ

うに認識をしております。

この産業の分野というのは、見える分は、ぱっと見えれば非常に目立つんですが、そこへたど

り着くにはかなり時間がかかるということです。製造業、元気のある町は製造業が活性化してい

るということにつきましても、きょうまで与謝野町におきましても旧３町も含めて、この部分に

つきましては、そのとおりだったというふうに思います。それが疲弊した中で、今こういう中で、

いろいろな模索を行っていかなければならない状況になっていることにつきましても理解をして

いるところでございます。

いろいろな分野、産業分野、農業も含めた中で、ある意味の連携ということに、やっぱり方向

性を持っていかないと、単独だけでは、なかなか事がうまく回らないじゃないかなという、最近、

認識をしておりまして、いわゆる農商工連携だとか、それから福祉との連携だとか、いろいろな

そういう臨空型の産業活性化を考えていかなければならないというふうに思ってますので、何回

も同じことを言いますけれども、現在、行ってます策定委員会の中で、そういうような意見も行

政から投げかけていくというふうなこともしながら進めていきたいというふうに思っております

ので、小林議員からのご質問につきましては、アドバイスとして受けとめさせていただきたいと

思います。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 一つよろしくお願いいたします。終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

井田議員。

９ 番（井田義之） それでは３回目の質問をさせていただきたいと思います。

先ほど、私いろいろな委員会をという格好のことを申し上げました。町長でも副町長でもいい

んですけれども、この委員会、町長は必要な分を立ち上げておるんだということでの答弁でした。

町民の方々が見られたり、また私たちが見るときに、それぞれの委員会に同じようなメンバーの

方が入っておられて、その委員会でも大体同じようなメンバーということが多いんですね。これ

を非とするのか是とするのかという意味ではなしに、ある意味では一定の方、わかった方が議論

されるのがいい場合もありましょうし、また先ほど私、言いましたように白紙の状態からという

ようなことだったら、やっぱり新しい感覚で進めなければならないということもあろうと思うん

ですが、どうしても委員会のメンバーが同じようなメンバー、新しく委員会に入っていっても行

政と、その方々の意見が強くて、なかなか意見が言いにくいというようなことも耳にするわけで

すが、そういう点について、どういうように感じておられるのか、お願いをいたします。

議 長（森本敏軌） 太田町長。
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町 長（太田貴美） いろいろな委員会だったり、審議会ができておりますけれども、それは、もとは

やはり総合計画に基づいたものであり、それらの枝葉になる計画づくりであったり、あるいは、

その総合計画を進めていく中での、いろいろな住民の方たちのご意見を聞かせていただくという

ことになりますので、どうしても偏りがちになるということはあろうかと思います。ですから、

ある特定の団体の、どなたかをお世話になるというような形でつくられておりますので、やはり

その中でも出てこられる方は、今までの流れの中でよくわかった方が推薦されて出てこられると

いう、こちらから決めたわけではないですけれども、そういう中で出てこられる委員さん方が決

まってくるということもございます。

それとまた、どちらかといいますと、法的に定められたような中での論議につきましては、こ

れは町としても専門的な知識を持った学識経験者の方々にお世話になるというような場面もあり

ますし、その委員会の性格、あるいは中身によってお願いをする、また、その推薦していただく

母体等も今後についても考えていく必要があろうかと思っております。ほとんどの場合、公募を

ホームページで出しておりますし、また、その経過なんかにつきましても、逐一ホームページで

出させていただいております。全町民の方々に、そこまで詳しい内容が届かないということもあ

りますが、できるだけお知らせ版等々におきましても、情報の公開をさせていただいているつも

りでございますし、また町報等でも委員の方々のメンバー名だとか、あるいは、やっていただい

ている内容だとかも報告させていただいているというふうに考えております。

そういう中で、できるだけ一人一役じゃないですけれども、そういうことの得意な方もありま

すし、実際に地域で実践して動いていこうという方もありますし、できるだけ多くの方がかかわ

っていただく中での計画づくりであったり、組織であったりということが望ましいと思いますの

で、それらについても、今後いろいろなご意見を聞かせていただく中で、もう少し考える必要が

あろうかなというふうには考えております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 結局、そういう委員会の中で、委員会が少なければいいんですけれども、かなり

多くの委員会、また後で正確な、どれくらいの委員会があって、どれくらい報酬が出てるんだと

いう報告はお出しいただけるんだろうということで、さっき思っておったんですけれども、いわ

ゆる充て職の委員さんが物すごく多いんですね。もう充て職の方々も大変なんですね。やはり適

材適所というのか、そして充て職の場合には任期が終わったら終わりというか、ここで交代され

るという、大事なことについても、もう途中で交代されるようなこともあったりして、その辺の

委員の選任というのには、やっぱりもう少し、どういうか的確な方法を検討していただきながら、

町長が言うておられる町民の方々の意見を聞くということも一定の方向ではないかなというふう

には思いますけれども、私自身は、この間、今田議員の方からあったように、二元代表制として

我々の意見も尊重していただきたいとなということは当然あります。そういうことも含めて今、

質問をさせていただいておるというふうに受け取っていただけたらありがたいというふうに思い

ます。

答弁があったら答弁いただいたら結構ですけれども、なければ。先ほど、企画財政課長、ほん

なら答弁、町長。

議 長（森本敏軌） 太田町長。
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町 長（太田貴美） おっしゃるとおり、充て職になりますと非常に町の、区の区長さんあたりでもそ

うですけれども、非常に何か町の下請のような形というふうなあれがあるかと思いますけれども、

そういう特別に、そういうしばりのないものについては、やはり団体から、どなたでもいいので

推薦していただくと、ですから、婦人会でも婦人会長さんということじゃなしに、婦人会長さん

が責任を持って、この方をというような形で、仕事の分担を、その会の中でもしておられますし、

できるだけ広くということも考えますけれども、なかなか公募に応じていただく方が少ないとい

う現実もございますので、そういう意味では、その辺のところも一考する必要があろうかと思い

ますが、今の、昔の充て職ではない方向での人選をさせていただいているという点はご理解いた

だきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 今、町長言われましたように、確かに一歩ずつそういう代表の中から、組織の中

から代表という格好で進んでおると思うんですけれども、今、ちなみに今度は総合計画のローリ

ング方式の、総合計画審議会の、これまだ、締め切りはもうちょっと先ですけれども、今、何人

か一般からの公募はありますか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。

現在、募集しておりますけれども、まだ応募があったという話は聞いておりません。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） だれかがね、応募をしていただいて、本当に審議ができて町民の方々の理解が得

られるような審議会になれば大変ありがたいと思うんですが、それはその程度にします。

先ほど、ちょっと言いました企画財政課長、経常収支比率が京都府の積算の中で９４．８％に

下がったということなんです。ただ、先ほど臨時財政対策債について、野村議員からありました

けれども、監査委員さんの指摘の中でも、この臨時財政対策債を含めたときの数字も出ておりま

す。これの数字はどういうような変化をするのかお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

ちょっと今、質問の趣旨がよくわからなかったんですけれども、臨時財政対策債といいますの

は借金でございますので、いわゆる分類するならば臨時一般財源に分類をされると、経常収支比

率を算出するのは、経常的経費充当一般財源支出を経常的経費の収入の一般財源、これで割ると

いうことですね。ですから、本来、臨時一般財源を、本来の分類は臨時財政対策債は臨時一般財

源なんですね。本来、その臨時一般財源を分母に加えるということはおかしいんじゃないかとい

う話が出てくるんですけれども、交付税と同じものとして扱うので、臨時一般財源だけれども、

経常収支比率を計算するときには経常一般財源収入の一般財源に足して、経常収支比率を出すの

が今の出し方だと、監査委員から指摘を受けておりますのは、臨時財政対策債を、いわゆる経常

一般財源収入から引いた場合は１００を超えるぞと、こういう指摘を受けていると、こういうこ

とでございます。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 企画財政課長、単純にお尋ねしとるんです。結局、今９５．１％が９４．８％に
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なったと、だから、この臨時財政対策債云々ということを入れた場合に１００．７％という数字

は変わらないんですかという質問をしとるんです。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） 経常一般財源支出が変わるわけでございますから、これにも影響は出てまい

りますが、その数字についてはちょっとまだ出しておりません。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） その数字を質問しとったというふうに理解していただけたらありがたいです。

それから、これ言うても一緒なんですけれども、主要施策の報告書、この間、私の質問と糸井

議員の質問と、糸井議員が優しく優しく質問されたら、ちゃんとそういう方向でということでし

た。これもともとが糸井議員の方からの提案もあったことですので、私の方はどうこう言いませ

んけれども、言えない立場だろうというふうに思うんですけれども、私もあのときの質問の当初

に太田町長に主要施策、町長が思われる主要施策と、その成果について聞かせてくださいという

ことを言いました。

それから、この数字、ここへ持ってきておりませんけれども、この数字をかなり的確に上げて

きていただいておりますので、財政の内容はよくわかりますと、収支の内容、それから事業の内

容よくわかりますということを申し上げました。それで、私が否定したというような発言がちょ

っとあったんですか、その点については、私としては納得のできない課長の発言であったという

ことなんですけれども、その言葉がどういう言葉だったかというのは、もし課長、覚えておられ

たら言っていただいたら結構ですが、その辺については、私はちょっと不本意でございますので、

お願いいたします。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

言葉のやりとりですので、いろいろと感じ方があるということはあると思います。ただ、私の

記憶では、最初に、これは主要施策の報告書ではないというお言葉があったというふうに記憶を

いたしております。したがいまして、人間というものは最初の言葉が非常に印象に残りますので、

その後、そういう格好になったのかもわかりませんけれども、最初の言葉が非常に印象に残りま

すと、そのことばっかり思うのが人間でございまして、そういうことじゃなかったかというふう

に思っております。よろしくお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） だから、先ほど言いましたように、私は町長の見解をまず伺って、その後、主要

成果報告のことについて質問に入らせていただいたと、だから、私の趣旨は理解していただけた

と思ったんですが、結構です。こんなこといつまでも言うとったら、あれなんで。

次にちょっと一つお尋ねいたします。

決算書の中で、どこでどういう格好でできとるかわからんのですけれども、旧野田川町時代に

町民グラウンドで災害が起きまして、町が立てかえ払いとして、金額ははっきりと覚えておりま

せんけれども３，０００万円近くの金額を支払いをいたした経過があります。これは議会でも認

めたことでありますけれども、その数字はどこに出ておって、その後の経過、支払いをした後の

経過はどうなっておるのかお願いをいたします。
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議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

決算書と申しますのは、平成２０年度に収入があったり、支出があったりしたものが計上され

てくると、登記の関係については、この決算書には上がってまいりませんので、決算書には上が

っていないということでございます。

いわゆる先取特権の権利を町がつけて、本来その工事をした業者が直すべきところを、経済的

にも非常に厳しい状況にあって直せないので、町が変わって執行したということでございまして、

貸付金というわけではないと、いわゆる町がやりますと、そのかわり先取特権の登記をつけます

よと、したがいまして３，０００何百万でしたか、先取特権がついておると、いわゆるその財産

を売買した場合ですね、向こうの土地になっとるわけですから、その町が３，０００万円出して

付加価値が上がった分、これは抵当権よりも優先して町がもらいますよという、そういう先取特

権の内容でございます。一応、それをやりましてから、特に今のところ業者と交渉したという経

過はございません。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 決算書には上がってないんだと、上げる必要はないんだというのはわかりました。

きょうまではそういう今、先行きがないと、財産の販売というのか、いろいろな動きもないとい

うことなんでしょうけれども、そしたら、今後ですね、これはもうこのまま、どういうのか、今

の状態でいくと自動的に消滅してしもて、登記上は先取特権がついておっても、何ら町としては

打つ手だてはないということなんでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

一応、裁判といいますか、それをやって、そういう格好で和解をしたという状況でございます

ので、その業者と、例えばこういう状況なんでどうするんだということは、言っていっても、そ

れは大丈夫だろうというふうに思っております。

ただ、このまま平行線でまいりましても、結局、先取特権という登記がつけてありますので、

いわゆる財産を売ると、売ることはできるようですけれども、買うもんがないですね、そんなも

のをね。町が先取特権の登記を外さない限りは、この膠着状態が続くと、こういうことになろう

かというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） そこで、私がわからないのは、当初、私は立てかえ払いみたいな格好で払うんだ

というような意味で理解しとった部分もあるんです。今の状態の中で、もうあれから何年になる

んですか、あれ２３号の台風のときですかいな、そやから１６年からもう５年間になってくるわ

けですね。このままの状態でいったら、どういうたらええか、裁判所の決定もあったり、いろい

ろなこともあるんですけれども、もうあの金は決算にも出てこない、土地も決算にも出てこない、

どこでどういうようになって、自動消滅になって、私が、野田川の出身の議員さん覚えておられ

る方もあるだろうし、町職の方でも覚えておられる人があると思うんですけれども、何もわから

んようになってしまうん違うかなと、もう向こうの相手さんも何かあやふやな状態だろうと思う

んで、そういう自動消滅みたいなことが実際にあっていいのかどうか、行政として。一定の時期
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に判断をして、一定の時期に整理をする必要があるんではないかなというふうに思うんですが、

その辺のところはどうなんでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

立てかえ払いということではないと、例えば危険な状態で直せといっても直さんと、だから裁

判所の命令で町が代替執行をして、そして相手の持っている財産を差し押さえると、そういうよ

うなやり方ではないということですね。いわゆる裁判で和解をして、先取特権の登記をつけます

と、町がやりますと、こういうことでございます。ですから、向こうが、その財産を売買したい、

何とかしたいと思えば町にお金を払っていただいて、先取特権の登記を消滅させると、そういう

ことをしなければだめだろうというふうに思っていますし。

それと、このまま、要するに向こうも払わない、町もなかなかできないということになければ、

自然消滅的なことも考えられるということもあると思います。ですから、そこはもう一度専門家、

弁護士等にも相談してみる必要があるのかなと、例えば、行政財産といいますか、現在、相手側

の、いわゆる名義ですわね、しかし、時効の制度にも確かあるはずですわ。２０年間専有した場

合はですな、手に入れれるだとかいうような、そういう時効の制度ということもあると思います

ので、どういう方法があるのか、一度、弁護士さんとも協議をさせてもらえたらというふうに思

っております。

議 長（森本敏軌） 井田議員の質疑の最中ですけれども、ここで休憩します。

午後１時３０分再開します。

（休憩 午後 ０時０１分）

（再開 午後 １時３０分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開します。

井田議員の質疑を続行します。

井田議員。

９ 番（井田義之） それでは、監査委員さんの指摘の中にも、ところどころ出ております滞納対策と

不納欠損について、再度質問させていただきたいというふうに思います。

私もずっと質問させていただいておりますし、今定例会でも勢旗議員も小林議員も、みな多く

の議員が、この問題については、赤松議員も質問をされました。ただ、従来の答弁から出るとい

うことは、進む経過の答弁がございません。特別徴収班でやっておるだとか、それから、税務課

は忙しいというような答弁ばっかりなんですが、今のままの状態では、この本格的な対応策とい

うのが期待できないように私自身は受けております。

例えば、宮津市の例ですけれども、これは去年の新聞ですけれども、財源確保の一環として、

市税や使用料の滞納者への徴収対策強化を決めたと、支払い能力があるのに納めない市民に住宅

明渡訴訟を実施するほか、預貯金や不動産差し押さえなど、従来の法的措置を強化する。それか

ら今月中に担当係長による公金収納連絡会議を設置し、徴収時の基本的な対応などをまとめた滞

納整理マニュアルの作成や、担当職員の研修を行うというふうに去年の新聞にも出ております。

副町長の答弁の中で、ちょっとうろ覚えで申しわけないんですけれども、いわゆる裁判所です

か、何かの方にいろいろな研修をしておるとかいうような答弁があったように思います。今、全
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庁舎を挙げた取り組みでなければならないというのが、いろいろな方からの質問にも出ておりま

したけれども、職員の研修会、いわゆる滞納対策に対する、こういうことをしなければならない

というような対策会議なり研修会というのが持たれておるのかどうか、まず最初にお尋ねいたし

ます。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 各課をまたがります話でありますので、私の方から、せんだっての話の一部蒸し

返しになるかもしれませんけれども、お答えをさせていただきたいと思います。

確かに未収金対策、従来から申し上げていますように、一人税務課だけの問題じゃなくて、役

場挙げての大きな課題であります。まして、財政が厳しいときに調定したお金はきちっと取り切

ると、町民の方からいただくというのは非常に大事なことだろうというふうに思っております。

そんな中で、税金の関係を中心に年度内２回、係長以上の職員を中心に特別徴収班を編成いたし

まして、未収金対策に取り組んでおります。それ以外に議員もご承知のように、例えば水道課で

ありますと、給水停止の処置までもっていって、独自で頑張って取り組んでおりますし、その他

の課につきましても、現在の職員体制の中で精いっぱい取り組んでくれておるものと理解は一応

しておりますが、なかなか実行が上がらないということで、せんだって申し上げましたように、

簡易裁判所の書記官の方にお越しいただきまして、裁判所の一定、簡易な手続を経て督促ができ

る、そういった制度がございますので、何百万という大口の債券ではなくて、数十万単位だった

と思いますけれども、そういった簡便な制度があるようでございますので、役場挙げて、いわゆ

る公的な債券にかかわる課の職員を集めて、この間、勉強会をしたことがあります。ただ、そう

はいいましても、役場が公金といいますか、各課かかわっておるんですけれども、中には税務課、

そのほかの課もそうですが、いわゆる自力執行権、みずからで預貯金の調査をして、差し押さえ

をして、換価をして未収金に充てるという、そういった自力執行権がある課もありますし、それ

から、建設課の住宅の使用料のように、裁判所の方に訴え出て、そういった手続を踏まないと自

力執行権がないから債券が確保できないという、そういったものもございます。したがって、勉

強会をして、その後、例えば、この間、話が出てましたけれども、各課にまたがる名寄せですね、

例えば、私、堀口について税金が残っている、それから下水道も残っている、給食費も残ってい

る、そういった、まず名寄せをきちっとして、それから、その裁判所の制度に乗っかって取り組

めるものについては、各課で、また勉強をしまして、それを名寄せをして、その制度に乗っかる

か、従来どおり各課で主体的に取り組むもの、それから自力執行権のあるもの、そういったもの

に、とりあえず整理をしていこうというところまでの議論はしております。

その後、ちょっとその勉強をした後の取り組みがおくておりますけれども、従来のままの各課

職員の頑張りだけに期待するのでは、なかなかこれだけ経済状況が厳しい中で、町民の方の懐ぐ

あいも厳しいという中では、なかなか回収には結びつかない、北部の市や町の中には、課を超え

た未収金対策専用の組織をつくろうかという話があるところもあるようですけれども、与謝野町

の場合、そこまでの議論はしておりませんけれども、先ほど申し上げました裁判所の制度なんか

ももう少し研究をして、今のままでは、なかなか実行ある未収金対策が一歩前へ進まないのでは

ないかということで、私自身は危機感を持っております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。
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９ 番（井田義之） せっかく勉強されて、今、副町長もその前、なかなか進んでいないということな

んですが、これはもう、それこそ待ったなしで、従来の、年に一遍や二偏、集金に行っておった

ので、それでいいのかどうか。

それから、やっぱり税源移譲の問題のときにも、私、再三再四言わせていただきましたけれど

も、もっともっと、例えば民間なら毎月どころか、月に２回ぐらいは滞納整理のために集金に行

くと、そうでなければ給料も払えないし、ボーナスは当然、払えないという状態があるわけです

ね、だから、その気持ちがなかなか、ないん違うかなと、そこで宮津市が、先ほど言いました、

立ち上げておられる滞納整理マニュアルの作成、これについての検討はどうなっておりますか。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 私も、すべての課のマニュアルについて承知をいたしておりませんけれども、基

本的には各課、マニュアル的なものを準備して未収金対応をしているんじゃないかと思いますが、

全体の状況は、私自身は把握しておりません。申しわけございません。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 今、副町長の、しているのではないかと思いますけれども、これはあまりにも不

穏当なというのか、不適切な発言ではないかというふうに私は思います。

それから、時間もありませんので、先に進みますけれども、それぞれの課によって、権限があ

るないとか動きやすいとか、動きにくいとかいうのがあると思うんですが、前にも申し上げまし

たけれども、北海道の羅臼町では、使用料の滞納者に対する処置条例というのをつくっておられ

ます。これはずっと前に申し上げました。やはりそういうのでもつくって対応をしていくとか、

それから後は、前からいろいろな議員さんも言うておられますし、私自身も、そのことは何回も

言いましたけれども、滞納収納員でも設けてやらないと、例えば、今年度でも７１３万円の不納

欠損があります。去年は１，０００万円超えております。こういう状態を、それから赤松議員が

言われたように４億８，０００万円ほどの未収金があるわけですね、これも不納欠損の予備軍で

す。もう検討するとか何とかという段階ではないん違うかなと、あとは共同徴収の問題もありま

すので、滞納分については、整理をしていただけるような方法が、そこで対策が講じられたと思

うんですけれども、いわゆる未収が残るということは、滞納の予備軍です。これをしっかりと対

処していただきたいと思うんですけれども、その専門員を設けるとか、条例をつくるとか、これ

についての考え方を何とかお願いしたいと思うんですけれども、この点について答弁をお願いい

たします。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） お答えをさせていただきます。

言葉じりをつかまえて申し上げるわけじゃないんですが、未収と滞納という区分けは、私自身

は一定の期限を過ぎて入ってこなかったものは未収であり、すなわち滞納であるというふうに考

えておりますので、殊さら区分けはしてないんですけれども、確かに先ほども申し上げましたよ

うに、この間、合併以降、税務課についてもそうですし、職員総数として３５名の職員を減らし

ております。そういう中でなかなか日々の仕事に忙殺をされておりまして、未収金について、例

えば議員がご指摘のように、月に２回、集金に回るであるとか、そういったことはなかなかいけ

てないのが実態だろうというふうに思っております。
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そこで、実行ある未収金対策、その組織を確立するのが一番いいわけでありますが、先ほど

申し上げましたように、現在のところは各課で頑張って取り組んでいただいておるという状況で

ございます。税につきましては、いよいよ共同化で取り組むことになるわけですけれども、その

ほかの、いわゆる公金につきまして、じゃあどういった組織をつくって、どういった職員を配置

して、あるいは民間の活力を活用してやるのかと、もう議論の段階、検討の段階ではないという

お話でございますが、今のところ、この場で即、お答えするような案を持ち合わせておりません。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 職員の問題につきましても、類似団体の職員の数までということは、類似団体

では、もう既にそのことをやっておられる、その職員の中でやっておられるというようなことも

あろうと思います。その辺は知恵を出しながらやっていただきたいなというふうに思います。こ

の問題については、また介護保険のときにやらせていただきます。

そこで、赤松議員も検討するということで、なかなか進まないということがありました。こ

れは、前にも何回か申し上げておりますが、高校生の教科書なのかどうなのかわかりませんけれ

ども、国会のノウハウで、検討するとは検討するだけで実際に何もしないこと、配慮するとは机

の上に積んで置く、努めるとは結果的には責任を取らないこと、十分とは時間をたっぷり稼ぎた

いということ、前向きにというのは遠い将来にはなるかもしれないという、やや明るい希望を相

手に持たせる言い方ということで言わせていただいた経過があります。その後、そこそこやって

いただいておったようですけれども、最近また、この高校生の教科書か副読本かに出ている状態

がふえてきているんじゃないかと。

議 長（森本敏軌） 井田議員、時間です。

９ 番（井田義之） いうふうに思っております。最後に、このことを指摘いたしまして、私の質問

を終わります。

議 長（森本敏軌） けさほどの赤松議員の質疑の答弁漏れについて、西原建設課長から答弁があり

ますので、これを受けます。

西原建設課長。

建設課長（西原正樹） 貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。

午前中に赤松議員の中央線の上山田側の関係についてのご質問だったというふうに思ってお

ります。

まず、１点目の町道認定はいつ起きたのかということでございますけれども、調べますと昭

和５６年３月３１日に中央線ということで認定をされているようでございます。このときには起

点が上山田の石田の方からの起点になっておりまして、終点が三河内の土井根というとこまでの

部分が町道認定をされてるといった内容でございます。

それから、岩屋川から山田の方に向かって何筆、ほんなら買収がされておるんかというふう

なご質問があったというふうに思っております。調べますと７筆でございます。ちょっと面積ま

では確認できませんでしたけれども、金額が１，９５６万６，０００円程度、用地買収がなされ

ているようでございます。すみません、失礼します。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）
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議 長（森本敏軌） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。

まず本案に対する反対意見の発言を許します。

ありませんね。

（「なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 次に本案に対する賛成意見の発言を許します。

家城議員。

６ 番（家城 功） 私は平成２０年度一般会計歳入歳出決算に対し、認定することに賛成の立場で討

論いたします。

平成２０年度は、アメリカ発金融破綻に端を発し、１００年に一度と言われる世界的経済危機

が叫ばれ、我が国においても輸出産業が大変強い影響を受け失業率も増大し、国民生活は不安感

だけが先立つ年であったと思います。

当地域においても、依然低迷する地場産業の織物に加え、好調傾向にあった機械金属も原油価

格の高騰や急激な自動車産業の落ち込みなどに影響を受け、一層冷え込みが増したのではないか

と実感しております。このような厳しい状況下、当町においては合併３年目を迎え、第一次総合

計画や行政改革大綱がまとめられ、さらなる一体感の醸成、また安心・安全のまちづくりに向け

ての努力が注がれるスタートが切れた年であったと思います。

しかしながら、一方では指定管理者のリフレッシュ丹後の破綻で、いまだ休止状態であるリフ

レかやの里の問題を初め、まだまだ課題も多く残った年ではなかったのではないでしょうか。賛

成の理由といたしましては、そういった中で平成２０年度の一般会計は１００億５，２３１万

８，０００円の予算執行がされ、実質収支は１億６，５２１万７，０００円の黒字を維持した決

算となっております。

歳入面では、地方交付税の交付がふえ、旧３町ベースに確保できたことを初め、依存財源、自

主財源の確保に最大の努力がされた後が随所に見られます。

歳出では、ハード面では町民待望の町営バス運行や有線テレビ各町事業にも着手されましたし、

阿蘇シーサイドパーク整備事業、地域福祉空間整備事業、また、自然循環型農業の定着や、明石

香河線道路改良、小学校施設等の耐震補強事業などの継続事業も実施されました。

ソフト面では、生徒・児童の医療費無料化を初めとする子育て支援や、障害者自立支援事業、

健康診断の実施、普及、また街灯、防犯灯の維持管理、公民館活動の推進、自治区活動への助成

などが図られ、積極的に町民の暮らしや健康を守る施策が実施されました。

また、指数で見ますと、人件費については１９．９％、経常収支比率につきましては

９４．８％で、わずかではございますが改善しており、計画基礎づくりの年として着実な前進が

あったと評価いたしております。

以上の観点から賛成するものでございます。

また、本審議での指摘や提案を今後の政策に大いに生かされ、地域が、また町民の皆さんが心

豊かに安全で安心できる生活ができるまちづくりをされますことを期待し、賛成の討論とさせて

いただきます。

議 長（森本敏軌） ほかに討論ありませんか。
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畠山議員。

２ 番（畠山伸枝） 畠山伸枝です。私は日本共産党与謝野町議員団を代表しまして、２００８年度一

般会計決算の認定に対する賛成の討論を行います。

２００８年度与謝野町当初予算は、自公政権のもとでつくられました。そのために国の三位一

体改革を初め、各分野での構造改革の影響を受けており、住民にとって雇用破壊による収入源や

社会保障、セーフティネットの崩壊が進み、その内容や制約を強いられた予算でした。ですから

当初の政府予算では、社会保障予算２，２００億円の削減や、地域経済の主役である中小企業の

対策予算では０．３７％にまで削減されてしまいました。

２００７年の参議院選挙での地方の反乱への対策として、地方財源対策でも一部手直しをされ、

４，０００億円が増額されたものの、地方交付税の削減路線は継承され、その配分は集中改革プ

ランの策定が前提条件となっていたのです。こうしたもとでの地方自治体の財政運営は引き続き

厳しい運営を余儀なくされたことは明らかです。

さて、与謝野町の状況につきましては、依然として住民の暮らしと営業は大変深刻な事態に立

たされており、しかも行政改革大綱の目標が示されるなど、厳しい財政状況にあります。昨年度

決算は、厳しい財政のもとで総合計画と行政改革大綱、そして太田町長のマニフェストを本格的

に実施に移されたものとなっています。

町営バスひまわりの運行事業を初め、どこでも安心プラン事業の推進、妊産婦への無料検診事

業を３回から５回へ拡充、地デジ対応として加悦有線テレビのネットワークを全町内に広げるＫ

ＹＴ拡張事業の推進、お年寄り世帯などへの大型ごみの回収事業の開始、多重債務の相談事業、

有害鳥獣対策の拡充、保育料の見直しなど、多くの住民の願いや暮らしの要求、期待にこたえた

もので、大きく評価できるものであります。

特に与謝野町の場合、水洗化事業に続き学校の耐震・改修事業、ＫＹＴ拡張事業や、また、こ

としに入りましては民間の住宅改修への助成事業の創設など、長引く不況のもとで仕事がない地

元、町内業者にとって仕事づくりとして大きな激励になっていることも指摘をしておきたいと思

います。

この一方で、合併後３年半を経過した与謝野町政にとって、個性と特色ある旧３町の歴史的な

違いや行政運営などの違いが、まだまだ根深く残っており、これからも調整の時間がかかります

が、この積極的なよい面、まさに旧町のよさを前向きに生かすことが強く求められていると考え

ています。こうした中での与謝野町政にとって、少なくない課題が山積しております。

その一つ目は、貧困と格差、地域間格差が広がる中、就学援助制度や暮らしの資金、介護保険

料、水道料金など、特に低所得者層対策、社会的弱者対策の抜本的な改善が強く期待されていま

す。

二つ目は、深刻な地域経済の対策です。これは商工会など関係団体との連携、協議を深め、雇

用創出や地域循環型持続可能なまちづくりを目指し、まちづくりの主役は地元業者や農家だとい

う視点を持ち、緊急対策と同時に中小企業振興条例や長期的ビジョンをつくり、行政の指導性を

発揮され、取り組んでいただきたいと思います。

三つ目は、合併協議会でも位置づけられた地域協議会の課題です。その中心的なねらいは、新

しい時代の自治体としての自立と、まちづくりに欠かせない住民参画、自立を促進することであ
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り、住民みんなで助け合い、支え合うコミュニティ組織をつくり育てることが大切です。これが

最も重要な課題であり、外からの強制ではなく、また自然成長に任せるのでもなく、みんなでつ

くる総合計画の基本方向に向かって協議を深め、ともにつくっていくことが大切だと考えます。

そして、その執行部隊の最前線を担い、中核的な調整役でもある、職員集団の役割も、まちづ

くりの上でのパートナーシップとして鮮明に位置づけ、しっかりと将来像への認識を共有し、信

頼関係を構築していくことが極めて重要だと考えます。

四つ目に、地方財政の問題です。現在の深刻な金融、経済不況のもとで新しい政権が地方財政

対策に、どう向き合うのか、国民は大きな期待と不安を持っています。そうしたもとで長期的な

視野に立ち、不要普及、むだな事業の見直しを行うことはもちろん、合併特例債などの起債の発

行に依存することなく、最大限抑えつつ、住民の暮らしを守ることを最優先にして、最大限努力

をすべきだと思います。

五つ目、大問題になっている後期高齢者医療制度や、税務の共同化事業などについても、主権

は国民と市町村であるという立場に立ち、十分な情報公開と説明責任、人権の尊重やプライバシ

ーの保護など、丁寧な対応を貫いていただくことです。

さきの総選挙で、構造改革路線を続けてきた自公政権が厳しい国民的な批判を浴び、歴史的な

大敗北をし、民主党中心の新しい政権が誕生しました。そうしたもとで、今の地方自治体を取り

まく情勢は新しい政権に大きな国民の期待が全国の自治体からも高まっています。この新しい政

権が疲弊した地方をどう支援するのか、どう立て直すのか注目されています。一方で、民主党の

マニフェストにある道州制を査定に入れた動きがどうなるのか、基幹産業である農業に壊滅的な

大打撃を与えるＦＴＡ、日米自由貿易交渉の問題はどうなるのかという大きな不安、懸念の声が

全国から上がっています。よって、長きにわたる自民党政治は終えんしたわけですけれども、今

後の町政運営も期待と不安がある中で、町民生活を守る行財政運営を行っていただくよう強く期

待するものです。太田町政の管理職集団が町民と町財政を守る立場に立って奮闘するとともに、

このすばらしい与謝野町を守り発展させるために、国や府に対し言うべきことははっきり主張し

ていただくことが極めて重要だと考えています。

最後になりましたが、新しいまちづくりを目指す与謝野町を取り巻く情勢も決して容易ではな

く、その課題も山積しています。また住民の中に、まだまだ合併への期待と根強い不安もありま

す。これにこたえていただくためにも町民の苦しみや痛みを共有して、住民の声をしっかり聞く

という立場を貫くとともに、町民の潜在的な力、行政参画のエネルギーを信頼し、町、理事者、

管理職の皆さんが全職員の英知を集め、その先頭に立って住民を守る防波堤としての役割を発揮

していただきたいと考えております。

以上をもちまして、日本共産党議員団の賛成討論といたします。

議 長（森本敏軌） ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第１３０号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛 成 者 起 立）
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議 長（森本敏軌） 起立全員であります。

よって、議案第１３０号 平成２０年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定については、原案

のとおり認定することに決定しました。

これより、特別会計の審議に入ります。

１０分間２回ということになっておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

それでは、日程第２ 議案第１３１号 平成２０年度与謝野町簡易水道特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

野村議員。

１ 番（野村生八） それでは、簡易水道の決算について、特に国からの補助金や交付税算入等々の問

題について、質問をいたします。

決算の資料でも、一般会計からの繰入金６，２５０万円、あるいは国からの補助金等々が入っ

ております。これは上水道とは違う簡易水道特有の制度に基づいた予算配分ということだと思っ

ていますが、なぜこういうことがされているのか、その点について水道課長に、まずお聞きしま

す。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） ご質問にお答えいたします。

ご承知のように、上水道と簡易水道、それぞれにつきましては、給水人口で違いがございます。

上水道につきましては、給水人口が５，０００人を超えるものについては上水道、５，０００人

以下については簡易水道ということになります。したがいまして、水道事業の経営上、国の方の

考え方といたしましては、５，０００人を超える水道であれば使用料のみで自立して経営ができ

るという解釈になっておりますし、簡易水道の場合につきましては自立した経営ができないとい

うことがあるだろうということで、国の補助金、もしくは交付税措置というものがあるというこ

とになります。以上です。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 大事なことは、今、言われた、自立した経営をすれば、いわゆる効率の悪い、今

言われた簡易水道はですね、水道料金をかなり上げなければならないと、上げればできるという

ことで、いわゆる水道法等々で、法律やいろいろな政令等々で水については、安全な水を安定的

に供給すると、しかも安く供給するということが、そういう責任があるということで明確にされ

ていて、行政とすればそれに基づいて運営しなければならない。だから、できるだけ安くしなけ

ればならないと。しかし、できるだけ安くということを、それぞればらばらでやっていると、水

道料金にかなり格差が生まれると、格差は是正しなければならないということが明確にうたって

あるというふうに思っています。その格差を是正する方法として、今言われた効率の悪い簡水に

ついては、いろいろな形での財政支援があるというふうに思っていますが、この点についてはい

かがでしょう。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。
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ただいま野村議員おっしゃるとおりでございまして、まず、国の補助金につきましては、財政

規模にもよりますけれども、補助対象事業費の４分の１ないし３分の１の補助金がつきます。そ

れから、交付税措置につきましては、簡易水道の給水人口による密度補正という交付税と、それ

から、それにからめた形で公債費の、独自のちょっと計算方法がありますが、最終的には公債費

の４分の１相当額という形での交付税措置が受けられるということでございます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） その上に立って、決算書の３４９ページに国庫補助金ということで、それぞれの

事業に対する金額が載っています。一方で、支出の方で町が行った事業が３５９ページの工事請

負費で５億円を超える事業費が上がっています。先ほど言われた３分の１から４分の１という点

で見ても、この補助金はちょっと少ないように思うんですが、これに対象にならない事業等々が、

やっぱりかなりあるというふうに理解したらいいのか、現実に、そういう補助金が入ってきてい

るのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

例えば、浄水場を建設するという場合につきましては、今の従来の浄水場の規模、あるいは上

水の方法等が影響してきます。それぞれの施設の中にある設備の耐用年数であるだとか、それか

ら水量の問題がありまして、全工事費、事業費の、先ほど申し上げました３分の１とか、４分の

１という補助率がかかるものではないと、あくまでも従前の施設をもとに、その中で耐用年数が

過ぎたものであるだとか、それから人口に見合ったもの、部分については補助対象になりますが、

例えば、その施設の造成、それから、例えばフェンスを張ったりだとか、舗装したりだとか、そ

ういったものについては補助対象にはなっておりません。そのようなことで決算書に記載してあ

る補助金の額が、おっしゃるとおり、かなり総事業費について比べてみると少ないというような

状況になっております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 簡水と上水の統合の時期までに、できるだけ施設を、必要な修繕は終わるという

ことで計画が進められています。したがって、今、指摘した有利な補助金がもらえるという点を

考えて、いわゆる無理な工事を進めていると、もう少し工夫すれば補助金がもらえるけれども、

その時期までにしなければならないので、無理に工事を進めている部分というのはありませんか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） 私の方としては、無理な工事を進めているつもりはございません。

ただ、例えば統合、今度、加悦につきましては、四つの簡水を統合するというようなことをや

っておりますが、その場合については、今までと水源も変わってきますし、規模も変わってくる

というようなことから、結果として補助率が若干下がるというようなこともありますが、２８年

度統合に向けて、どうしてもやはり効率的に事業を進めていかざるを得ないということから、若

干補助率が下がってもやむを得ないところもあるんかなというふうな思いでおります。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 先ほど言いました安全な水を安定的に供給するという意味で、必要な統合という

のは図っていかなければならないと思います。しかし、上水と簡水を統合するために、いわゆる



－583－

健全な経営を考えれば補助金対象の事業としてやるべきところを、そうでない形で事業がもし進

められるとすれば、今言った、より安い料金で供給するということが保証されなくなる可能性が

あるというふうに思っていまして、十分その点は配慮していただく必要があるのではないかと思

っています。それは、先ほど言いましたように、できるだけ格差を是正するという現状のやり方

こそが、本来あるべき姿で、いわゆる上水と簡水を統合して効率を、全体としては落ちるという

ことがわかっているのに、無理やりこういうことを、どこでも統合していくと、上から統合を決

めていくというやり方は、これはおかしいのではないかと、新しい宣言で、これもぜひ見直して

いただく必要があるというふうに私は思っています。それはどうなる、全然まだ何も出てきてい

ませんので、無理な話なのかもしれませんが、そういう点も視野に入れてですね、やはりまず健

全な効率的な運営で、水道料金が上がらないような運営に努力していただく必要があるというふ

うに思っていますので、その点は指摘をしておきます。

次に、交付税算入分についてお聞きします。先ほど交付税算入の話もされました。その関係で、

改めて２０年度に交付税として上がっているのが６，２５０万円、その内訳として人口と、それ

から公債費の一定額ということがあると思っていますが、その額が幾らで、幾らというのは全額

入ってないんで、６，２５０万円が入った分です。一般会計から入った分ですが、本来、受け取

るべき額の総額と、それぞれ試算した内訳というのは幾らになっているでしょうか、前回補正で

もちょっとご答弁いただいたんですが、再度確認しておきます。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

平成２０年度の簡易水道にかかわる交付税といたしましては１億８，２１４万６，０００円で

ございます。そのうち公債費見合いの額につきましては、先日の答弁で８，０００万円というよ

うな数字を申し上げましたが、私ちょっと計算を間違えておりまして、正式には５，０２６万

２，０００円ということでございます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） つまり残りの１億３，０００万円ほどが人口分として交付税算入されているとい

うことになると思います。

そこで、企画財政課長にお聞きをいたします。交付税算入された分は、一般会計に入って、そ

の先の会計にいくということで、簡易水道会計には一般会計からの繰り入れがされているという

ふうに理解しています。基本的な考え方として、例えば学校の運営についても先日、調べていた

だいた資料を見ますと、交付税算入分でほとんど運営がされていると、橋立中学校については交

付税算入分を超えそうだという話もありましたし、消防についても常備消防が、もう既に交付税

算入を超えて運営費がふえていっていると、どうするかという議論をちょっと前にしたこともあ

ります。

基本的に、そういう意味では会計が別になっているだけで、それらを合わせて水道料金が設定

され、水道会計が運営されるというのは当然なことだろうというふうに思っています。起債の、

さきの一般会計でも指摘しましたが、公債費の返済に対する交付税措置というのも入っています

が、それが入ってくることがおかしいとか、そういうことにはならないだろうと、それらを含め

て一般会計なら、その中で運営するのが適正な自治体の運営だろうというふうに思っていまして、
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簡易水道でも公債費に対する交付税算入分が５，０００万円ちょっとあるというふうに言われて

いましたが、それらを含めて運営されるのが適正だろうというふうに考えていますが、基本的な

考え方ですよ。それについての企画財政課長のお考えをお聞きします。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

一応、基本的な考え方と、これは与謝野町の予算編成上の基本的な考え方といたしましては、

交付税に算定される公債費、いわゆる借金返しの分でございますけれども、これについては全額

はき出していこうと。それから予算編成をしていって、さらに不足する額については、一般会計

から繰り出しをしようと、こういう方針がやらせていただいております。

交付税の話をしかけますと、これもう非常にややこしくなってくるんですけれども、その交付

税というものは人口何人ぐらいの町だったら、大体この程度の標準財政規模だと、日本全国どこ

でも標準的な行政運営を受けようと思えば、これぐらいの額が要るだろうということを算定する

わけですけれども、じゃあその算定に基づいて、すべてやらなきゃならないという話になってく

ると、もう特定財源です、これ。一般財源という考え方じゃないですね。だから、交付税そのも

のは一般財源です。だから、これに算入されているとおりにやれという話になってくると、これ

例えばの話ですけれども、消防団員報酬なんて交付税で算定されているものは非常に低いです。

しかし、与謝野町の場合は算定に比べて高いと、しかし、それを直すとかいう話になってくると、

そうでもないと。やはり消防団員の働きぶりでいったら、まだ安いぐらいだと、もっと上げたい

という気持ちなるだろうというふうに思いますし。

それから、交付税で算定をされていない経費でも、与謝野町の独自のサービス施策として実施

している分もあるということですね。だから、その点をトータルして考えていって、今、簡易水

道に出せる繰出金というものは、この程度しか出せれないというのが現実だということです。で

すから、先ほど、一般会計ときに経常収支比率の議論もいたしまして、交付税を含めた与謝野町

の経常一般財源収入が６８億９，８００万円、約６９億円です。そのうちの９４．８％、これが

固定経費です、経常収支比率。ですから、これ以上、簡易水道特別会計の繰出金を捻出しようと

思えば、いわゆる残った５．１円から何千万というお金を捻出するか、あるいは今やっておる固

定経費、これを削減するか、どちらかの方法しかないということになってくるわけです。ですか

ら、現状の、今の財政状況では、その交付税算定額どおり水道へ繰り出しができないという状況

でございます。そういう状況をご説明したいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 次に質問しようと思ったことに対して答弁をいただきましたので、ちょっと段取

りがくるっておりますが。基本的なあり方について確認を求めました。交付税というものが一般

会計から簡易水道会計に入っているわけですけれども、これが入ること自身はおかしいことかど

うかという意味で、ほかの事業についても交付税１００％で橋立中学校などを運営しとるわけで

すが、入ってきたもんで、全部入れて。そういう交付税が入ってくることが、入れることがおか

しいという、それなしに運営すべきだという話もあるわけですけれども、そういうことにはなら

ないのではないかと、本来、そういうものも含めて、先ほど言いました補助金や交付税算入分を

含めて適正に運営することによって、安全な水を安定供給し、より安い水を供給するという、国
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から求められている課題を執行できるのではないかと、そういう考え方に基づいて国の方からき

てるお金ではないかということについて、基本的な考えをお聞きしたわけですが、もう一度お願

いします。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） 質問に対して、出過ぎた答弁をいたしまして申しわけございません。

基本的に、先ほど吉田水道課長が説明しましたように、やはり日本全国いろいろな市町村があ

るわけです。給水人口の関係で上水道で運営できるところもあるでしょう。しかし、非常に田舎

が多いわけですから、そういう中で一本で独立採算で運営しろと言われても、土台無理なことが

あるわけですね。ですから、そういう意味で交付税で簡易水道の運営費を算定して、交付税に算

入していただけるということは、これは当然だろうというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 予定くるって時間ありませんが、１億８，０００万円の見積もられる額に対して、

現実には６，２５０万円というのは、余りにも少ないだろうと、先ほど言われたように運営する

ために必要な分しか入っていないと、これについてはですね、考えを変える必要があるんではな

いかと、さきに示しましたように基金が積み上がって１２億円まできている、そういう中でも

１０万円も２０万円もふやせないということにはならない。結局、それが適正な運営ということ

での繰り入れるべきものというのが最優先されていない、運営できるだけしか入れないというと

ころで、こういう状況になっているんではないか。少なくともその発想は変えるべきではないか、

１億８，０００万円全部入っているとは思えませんので、今までの国の運営では。そういう部分

の見直しぐらいはしてですね、余裕ができたときには水道会計に入れなければ、ふやさなければ

ならないという、そういう財政運営は必要ではないかと思っていますが、これについてはいかが

でしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

特に簡易水道特別会計につきましては、平成２８年の統合に向けて、現在、お金がいるときで

ございます。ですから、できる努力はさせていただこうというふうに思っておりますし、それか

ら、どういうんですか、合併特例債、統合に伴う事業については、一般会計で合併特例債を借り

て、その部分を簡易水道に繰り出しをすると、そうしますと簡易水道は、借金はないわけ、合併

特例債を一般会計で受けますね、だから、そういうような検討も、今させていただいておりまし

て、全額繰り入れるということについては、先ほど出過ぎた答弁でちょっと言いましたけれども、

いろいろな事情があって難しいというふうに思っております。できる努力はさせていただきたい

というふうに思っております。

１ 番（野村生八） 終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

休憩します。４５分再開します。

（休憩 午後 ２時２５分）

（再開 午後 ２時４５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開します。
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簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について、質疑を続行します。

質疑ありませんか。

糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） それでは、簡水につきまして、２点ばかりお尋ねをしたいと思います。

まず１点目は、少し気になるところなんですけれども、簡易水道の設置条例を見ますと、各簡

易水道の給水人口と一日の給水量が示されておりますけれども、これは最大の給水量を示したも

のかどうなのか、これ書いてないんでね、これは一日の給水量は別表のとおりということで、最

大の給水量はどういうことになっとるんでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

糸井議員おっしゃるとおり、給水条例には計画給水量ということで、最大給水量とは書いてご

ざいません。したがいまして、施設でつくれる最大の能力という形での表示でございます。上水

や何かですと、一日最大給水量という形で条例上お示しをしておりますが、それとは若干ちょっ

と意味が違うということでございます。

各簡易水道の最大給水量ということになりますと、実績での数値をご報告申し上げるというこ

とになりますが、必要でしょうか。

１ ０ 番（糸井満雄） ならよろしいわ。

水道課長（吉田達雄） 以上です。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 今、聞きますと、これが一日給水量はですね、条例で示しておるのは計画水量と

いう理解でよろしいわけですか。といいますと、大体、これが普通一般の給水量というふうに理

解をするわけですけれども、日量の。ということは、私この決算書を見まして、その中の香河水

道は年間の配水量が２０年度は２万２，６６４なんです。これを１年間の日数で割りかえしてみ

ますと、一日の配水量は６２リューベになるわけです。条例では６３リューベです、１リューベ

の差しかないわけなんで、これで安定供給ができるのかなという、私はちょっと疑念を持ったわ

けですけれども、その辺はどうでしょう。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

確かに計画給水量としては６３トンということで、今、ご指摘がありましたように、実績を割

り戻しますと６２トンということで、ぎりぎりというか、そういう状況にございます。実際の実

績の中で、日最大給水量は６３トンを上回っているときもあります。これにつきましては、能力

としては、そうなんですが、配水池がございますので、配水池で貯水している水でもって、その

能力の差をカバーしているというのが実態でございます。

したがいまして、これで安定給水と言えるのかという問題ですが、今現在のところ、それで危

機的状況に陥ったことはないんです。いわゆる浄水場と配水池でもってバランスを取りながら安

定的に供給ができているということでございます。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） この数字を見たらちょっと心配になったもんでね、これは安定的に供給がされる
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んだったら、できるんだったら、私はもうそれでいいというふうに思いますけれども、１リュー

ベの、１トンの差でございますので、大変危ないなという気がいたしましたので質問をさせてい

ただきました。

それから次に、ちょっと質問を変えますが、供給単価ですね、ここに示しておられますように

１７６円３銭ですか、それから供給単価が２１０円６２銭、差が３４円５９銭ということになっ

ております。これは端的に、単純に言いますと収益的に見ますと、１リューベで３４円５９銭の

赤字というふうに言えるんではないかなというふうに思うわけですけれども、そうしますと、単

純に計算いたしますと、年間有収水量が１８０万４，３２７リューベでございますので、単純計

算いたしますと、６，２４１万１，６７１円の赤字と、収益的にですよ、そういう計算になるん

ですけれども、それで、その中から手数料だとか雑収入がありますので、それが３，６００万円

ほどありますので、それを差し引きしましても２，５６６万４，０００円の赤字というふうに、

収益的にはなると思うんですけれども、その認識で間違いありませんか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

おっしゃいますように、供給単価が給水原価を大きく下回っているという状況でございます。

これをおっしゃるように端的に見ますと赤字ということになりますが、簡易水道の場合につきま

しては、先ほどからちょっと問題になっております一般会計の繰入金がございますので、その分

で埋めさせていただいて、この差額を埋めているということでございます。したがいまして、赤

字という形にはならないということです。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 私は、そのことは承知しておりますけれども、収益的にそうなるんですかという

ことを聞いておるんです。ということはですね、私が心配しておるのは、今はいいですよ、一般

会計からもほり込みますし、それから国からの補助金もありますし、それから繰越金もあるわけ

ですから、それでいいわけですけれども、２８年度は上水と簡水と一緒にせないかんわけですよ

ね。ですから、今考えておる、この収益的な収支が、ずっと２８年までいくわけです、そうでし

ょう。ですから、この間ね、上水では条例改正されまして１，５００円になりました。２８年で

は黒字になるというふうに言われております。簡水でいきますと、これ赤字ままが続くというこ

とですよ、２８年まで。そのときに、統合するときに、私は、また混乱が起きるというふうに思

うわけです。ですから、そこら辺を含めて、今の時点から計画的に、どういうふうな統合をする

んだということがね、私は示す必要があるんじゃないかなというふうに思うわけです。

ですから、今すぐでなくてもいいんですけれども、例えば、その上水と簡水のですね、いわゆ

る統合の、上水の検討委員会だとか、そういったものも今から持っても、私は早くないんではな

いかというふうに思うわけです。ですから、今、私が質問しましたように２，５００万円ほどの

赤字が、ずっと続いていくわけです。ですけど２８年になったら、いわゆる一般会計だとか、そ

ら交付金ありますけれども。それから、国の補助金だとか、そういったものは一切なくなるわけ

ですから、そのかわり公債費というのが、いわゆる資本的支出の方に入りますので、若干の計算

のあれは違いますよ。だけど収益的には、やっぱりあれが入ってくるでしょう、利子も入ってき

ますし、それから減価償却も入ってきますので、そういったものの計算していかんとちょっとわ
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かりませんけれども、単純に考えて、今の収益的に２，５００万円の赤字が続いていくというこ

とが、私は言えるんではないかなというふうに思います。ですから、２８年度の上水と簡水のス

ムーズな統合のためにね、私は今から、そこら辺のことはきちっとシミュレーションを描いてい

く必要があるんではないかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

まさに糸井議員さんのおっしゃるとおりでございますので、今後、スムーズな、２８年度の統

合に向けて、どういった形で財政的な部分を含め、やっていったらいいかということについては、

検討していきたいと思っております。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 一つよろしくお願いしたいと思います。

私が言うのは、やっぱり上水と簡水の収益的なものは大体、同じぐらいのレベルにしておかん

と、そのときにまた、大変な問題が起るんじゃないかということで心配をいたしておりますので、

今のうちから、そういった対策を講じていただきたいということをお願いして質問を終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑はありませんか。

谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） それでは、簡易水道の決算に当たりまして、１点だけちょっと質問をさせていた

だきます。

私の質問は、加悦の簡易水道の四つを一つにする統合の問題であります。この問題は地元の地

権者の方や農事組合さんとの十分な話し合いがなされた経緯があると思うんですけれども、当初、

一番最初に考えておられた予定地がだめになり、変更したように聞いておりますけれども、そう

いう意味で、立地については白紙の状態に戻ったんかなというぐあいに思っておりますけれども、

上水道、簡易水道の統合の問題もありますし、この問題につきまして、その後の進捗状況がです

ね、どうなっておるのか、まず、その点についてお尋ねをいたします。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

加悦の上水への統合に向けての整備についてですが、現在、浄水場の建設用地について交渉中

が継続しております。６月定例会の繰越明許の説明で浄水場の建設の予定地につきまして、農事

組合の方から農地水環境保全向上対策事業の該当地であることから、農事組合としては申し合わ

せにより開発の認めていない場所だということで、当初の予定地については、だめだということ

でした。６月にも説明させていただきましたが、もとの第１候補地いうことにはあえてさせても

らいますと、そこの土地所有者の方からはお断りがありまして、新たに町の予定地というか、候

補地を掲げさせていただいています。

実は、２月にさかのぼって、かなりあれなんですが、２月に新しい農事組合の役員さんのもと

で、私どもも出席させていただきまして、新しい候補地の提案をさせていただいております。た

またま、そのときに農事組合さんの方も、地元として、ここはどうだという予定地を上げていた

だきました。その説明会の段階では、それぞれ出した候補地について、双方で、それぞれ検討す

るということで、そのときは散会をいたしております。後日、これも３月に入ってからですが、
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私どもの方としては農事組合さんから提案がございました候補地につきましての検討結果を、農

事組合長さんの方に報告をさせていただきました。その報告内容といたしましては、もろもろの

事情、一つ一つ説明をさせていただきながら農事組合さんの方の候補地については断念をさせて

ほしいということで、町の提案地について、再度、農事組合でご協議をいただきたいということ

でお願いをしましたところ、４月になって農事組合長さんの方から、予定しとる井戸も含めて農

事組合の方では了解をしたので、町の予定地で事業を進めていただいたら結構ですよというご返

事をいただいたわけです。それを受けまして、町としては、翌日から土地の所有者さん、それか

ら、そこ小作等が入っておりましたので、それらの方にお話に行きまして、その後、用地買収費

も含めて、すべて了解をいただいておったという状況になっておりました。ところが５月になっ

て組合の中で、いわゆる農事組合の中で、どうもこの話を聞いていない、報告を受けていないと

いうようなお話が内部から出てきておったようで、組合長の方から、事業をちょっととめてほし

いというような申し入れがありました。

事情を聞きますと、組合員に周知徹底ができてないというようなことだったようでございまし

て、そうなら早く組合員さんに周知してほしいというお願いをさせていただいておりました。し

かしながら、次に組合長からご連絡をいただいたのは、町の予定地じゃなく、農事組合の方が提

案した候補地で進めてくださいというような内容に大きく話が変わっておりまして、その後、私

どもの方も、何回も、一たん了解をいただいたのにどうしてですかというようなことも含めて話

し合をさせていただきましたが、最終的に、いろいろやりとりをして、その農事組合としての決

議というような形で、私どもの方に報告があった内容につきましては、浄水場の建設はもとより、

井戸も含め水道施設については一切認めないというような話になりまして、私どもとしても到底、

これは納得ができるような話ではございません。

したがいまして、今現在、その・・についての、どういうことで、そういうふうになるのか、

その辺について話し合いをさせていただいているところでございます。

また、町の方がご協力をお願いしておりました土地の所有者さんにつきましても、この件につ

いては納得をされておりません。したがいまして、農事組合さんとも役員さんレベルですが、土

地の所有者さん、お出会いされて、何でこういうふうなことになるのかについて、いろいろと所

有者さんの方も組合の方とお話をされているというようなことでございます。

町の方としましても、区長さんも、もう既にご承知ですというか、私どもの方、逐一報告をし

ておりますので、区長さんとも一緒になって、今後どういうふうな形で進めていくかについて、

現在、次の、どういうふうな進め方をしたらいいかということを考えているという、そういった

ところでございます。以上です。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 話の経過は、今、十分にお伺いさせていただきましたけれども、ちょっと私は聞

いている中では、２月にお互いの新しい提案を出し合ったというようなことで、地元の方からも、

こういう形で、場所はこういうところでやってほしいというような提案があったと。そのときに

町の判断としては、持って帰って十分検討させてもらうと、こういうようなお返事をもらってお

ったと、その後、それは言葉のニュアンスだと思うんですけれども、受けとめ側としては、何と

かそちらの方でやっていただけるんではないかなという感触、そら向こうの感触ですから何とも
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言いようがないかもわかりませんけれども、そういうようなこともちょっと私も聞いておりまし

て、先ほど４月の時点で、きちっとした返事をされたと、こういうぐあいにおっしゃられてまし

たけれども、そこのことがちょっと話の食い違いがあるようでございまして、それ以前も、少し

そういう気持ちを持ちながら進んでおられたようなこともちょっと聞いております。

もう少しですね、十分に、これこれ、こういう理由で提案いただいているところについては、

いささか問題があるというような形できちっとお伝えをできたのかどうか、５月の時点で。もう

一回、その点についてお尋ねをしたいというぐあいに思います。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） 私どもの方としましては、２月の説明会の段階で、それぞれの候補地について、

持ち帰り検討をしましょうということになっておりまして、そのご返事につきましては、農事組

合長さんのところへ報告したらよろしいかということで、それで結構ですという内容でしたので、

その検討結果につきましては、農事組合長さんの方に持っていっております。それについて、農

事組合長さんの方は、わかりましたということで、その後の町の候補地についての地元の方のご

返事をというか、協議をお願いしたいと、組合の方で。それについて、私の方は待っていますと

いう形をとったんです。

例えば、これは想像の話ですが、農事組合の方で、町からこういう返事がきたでどうしようと

いうような話が、私どもあったものだと解釈しておりますし、もし、その時点で内容的に、例え

ば不明の部分だとか、もう少し町の方から説明を聞きたいというようなことがあったら、それは

町の方へお話が来ていたと思うんです。そういうのが全くなかったものですから、連絡をいただ

いたのは、町の予定地で進めてくださいという内容でしたので、私の方は十分ご理解がいただけ

たものだという解釈をさせていただいたものでございます。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） だんだんだんだんですね、糸がもつれるような状態の話になってくるんですけれ

ども、農事組合長さんが窓口だというのはよくわかるんですけれども、もう少し掘り下げて、説

明責任といいますか、その辺のところをもう少し末端まで行き届くような努力を、行政もしてお

くべきではなったんかなと、今さらになってちょっと私は思うんですけれども、窓口が農事組合

長と言うようなことで、農事組合長任せにするより、ぜひそういう労苦も一役買ってしていただ

ければ、もう少し話がスムーズに伝わったんではないかなというぐあいに思います。

それと、２８年度に向けて、上水道と簡易水道の統合の問題もございますし、現在、このよう

な状況で、一体、これが間に合うのかどうか、まだ、全然平行線のままで、話が前へ進んでない

というようなことなのかどうか、今後の見通しといいますか、スケジュールといいますか、その

辺についてお尋ねをしたいというぐあいに思います。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

おっしゃいますように、この状況のまま放置というわけにはいきませんので、私どもとしまし

ては、できれば年内には方向づけをさせていただきたいという思いではおります。

今、ご指摘をいただきましたように、もう少し掘り下げた形でということについては、今、私

どもの方も考えております。といいますのは当然、今、農事組合の組合員さんもそうかと思いま
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すし、私の方も組合員さんから、いろいろお話を聞かせていただく中で、かなりの疑問点が出て

きています。それ具体的には、ちょっと申し上げませんが、双方の、もう少し踏み込んだ理解と

いう部分では、ぜひともそういう場を、今後、設けていかざるを得ないと思っていますし、その

席には、やはり区長さんも含めてという形で考えております。何とか年内には方向づけをさせて

いただきたいという状況です。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） ぜひ、そういったご努力をお願いしまして、十分話し合っていただいて了解のも

と、お互いが納得できるような形で、この話が終結するように、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上です。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

上山議員。

３ 番（上山光正） 二、三お尋ねしたいと思います。

まず、水道課の職員数、この内訳について上水と簡水の、まず、お尋ねをしておきたいという

ふうに思います。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

現在、水道課は、私を含めて１１名おります。そのうち４名が上水、それから７名が簡易水道

ということになっております。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） そうすると管理職は課長だけですね。そうですね。これは水道事業会計で申し上

げなあかんのかなと思うんですが、さわりだけちょっと言うときますと。この簡易水道の特別会

計、これの職員数は今おっしゃったように、簡易水道が７名、それから上水道が４名、これでお

世話になっとるわけですが、この給与、あるいは管理者手当、これが管理者手当は、どちらの会

計からお支払いになっとるんですか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

ちょっとすみません。先ほど私、今年度の話を申し上げておりまして、２０年度は。

３ 番（上山光正） そのおっしゃったとおりですよ。

水道課長（吉田達雄） ４名は４名ですね。

３ 番（上山光正） ２０年度は４名と７名になっています。

水道課長（吉田達雄） すみません、何度も。

管理職は、２０年度は前課長と私でございまして、前課長が上水道の方の管理職手当になって

おりまして、簡易水道の方に、私の方の管理職手当ということでございます。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） そうすると、２０年度の管理職手当が、２６万９，８９２円が簡易水道、それか

ら上水道の方が３７万４，１４８円、これで間違いないですね。また、これは水道会計のときに

申し上げたいというふうに思います。そこで、有収率についてお尋ねをするわけですが、各浄水

場の系統別では、資料の１７３ページに記載してあります。したがって、このとおりなんですが、
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この２０年度におきまして、加悦水道が有収率がダウンしておりますね。同じく奥滝、それから、

先ほど糸井議員さんがおっしゃった香河、それに三河内、岩屋、市場、山田、石川と、９施設が、

この有収率がかなり落ちていると、それで今後、これをどのように上げていかれるか、また、そ

れと、何がこれだけ有収率が落ちているのかということは、その原因について、どこにあるかお

尋ねしておきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

資料の１７３ページでございますが、ここに各簡易水道の有収率について記載をさせていただ

いております。この有収率の問題ですが、前々からいろいろとご指摘を受けておりまして、いろ

いろ私の方としても検討というか、考えてまいりました。

その中で大きな問題としては、やはり水道管の破損による漏水ということがございますが、そ

れとは別に、まず、この水量を基本的に、いかに的確にとらまえるかという問題にちょっと今回、

着目をしました。といいますのが、有収率についてはご承知のように、年間の総有収水量を、年

間の総配水量で割って求めて、１００に近ければ近いほどいいということになるわけですが、こ

の水量は、まず有収水量につきましては、各使用者さんのメーターの数値の総合計ということで

ございます。しかしながら配水量につきましては、配水池から出る水の量を配水流量計なるもの

で測定をしているということです。しかし、この配水流量計につきましては、現在、与謝野町で

使っておりますのは、電磁流量計、ウォルトマン流量計、タービン流量計という３種類がござい

ます。そのうちのウォルトマン、タービンという流量計は、水流によりまして羽根車を回して、

それで流量を換算するという方法でございますが、これは、例えば少ない給水戸数でもって、通

常は少ない水をはかればいいというものが、その地域で消火栓などがあるがためにですね、その

消火栓の配水量をもカウントするために大きな流量計をつけざるを得んということがあるんです。

例えば、峠だとか、奥滝だとか、そういうところが、そうなるんですが、そういう場合は常には

少ない量でしか流れてないのに、流量計そのものは大きな流量計を使います関係から、非常に誤

差が多い、制度が悪いということなんです。しかも、その制度というのが、水の動きに合わせて

ゆらゆらゆらゆら羽根車が揺れると、これは全部プラス側にカウントするようなことがございま

すので、結果的に配水量がどんどんふえていくということで、どんどん数字が悪くなると、一方、

電磁流量計なんですが、これは電磁石によって流速をはかりまして、それを流量に換算するとい

う方法なんですけれども、これでいきますと精度はかなりよくなるということで、１７３ページ

の資料で申し上げますと、この電磁流量計がついてますのが、上から２段目の与謝水道、それか

ら、ずっと下がっていただきまして三河内水道、それから市場水道、山田水道、石川水道という

ふうになっております。ここの数値を見ていただきますと、有収率がすべて９０％を超えていま

すね。ということから。今後、施設改良をどんどんどんどんしていかんなんのんですけれども、

その中で配水流量計を電磁流量計にかえると、恐らくすべて９０％台に上がってくるという考え

を持っております。

あとちょっと、個々に細かくなって申しわけないですが、申し上げますと、一番上の加悦水道

ですね、加悦水道につきましては、現在、算所、加悦、加悦奥の三つの浄水場があります。その

中で算所につきましては、合併以後、大幅に改良をいたしまして、ここについては電磁流量計が
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ついております。しかしながら、これ本管の破損事故が昨年２カ所から７カ所ということで、

５カ所もふえておりまして、その破損の関係で有収率が下がったというふうに考えております。

それから三つ目の奥滝水道ですが、これは先ほど申し上げた流量計の関係と、それから、ここ

には減圧弁というのがございまして、これが今回、破損をしました。この減圧弁が破損したこと

を発見するのに、ちょっと非常に時間がかかりまして、その分で有収率が随分下がったというこ

とでございます。

そのほか、小さな動きをしておりますが、これらについては、すべて昨年より破損事故がふえ

た、あるいは、その発見までに時間がかかったというようなことになっております。ただ、この

発見がおくれるということについてなんですが、ご承知のように、古い管は石綿管というのがご

ざいました。この石綿管については衝撃に弱いもんですから、一度こんと当たりますと、水の噴

き出すのが一気にどんとで出てきますので、発見が非常に早くて、早く対処ができたということ

がございました。しかしながら、最近は衝撃に強い塩化ビニール管を使用しておりますので、こ

れがまた破損すると、小さな傷からじわじわじわじわじわ大きくなっていくということで、不明

的に漏水しているというんですか、その時間が非常に長いです。したがいまして、発見するまで

の間の微量の漏水が続くことによって、有収率がどんどんどんどん下がっていく傾向にあります。

それから、ここの中で出てきておりますように、加悦水道については、かなり塩化ビニール管

入っていますけれども、古い塩化ビニール管です。当時の施工というのが、これはほかの地域で

もございますが、管の回りの保護砂が山土であったりしますと、その山土は粒径というのがきち

っと整ってないわけです。したがいまして、粒の大きな小石がありますと、それが支点になって、

そこに衝撃がかかって割れるというようなこともよくございます。最近は、保護砂をナスサンド

みたいな、ああいう粒のそろった形で埋め戻しをしておりますので、漏水する確率というのはか

なり少ないわけですが、当時は、そういうのがございます。

それから、それぞれ曲がりの部分で・・というのを使うんですけれども、・・部分も当時はビ

ニール管をずっとつないでいくだけという形であったんですが、最近ではメカ型という、どうい

うんです、鋳鉄製の、そういうしっかりした形でとめてます。それから抜けどめみたいなやつも

つけています。そういったことから漏水が少ないという傾向にはあります。ちょっとこれも上水

の話になるんですが、上水は非常にいいです。これちょっと分析しますと、上水での配水管、配

る水の管の延長ですね、これが約３万９，０００メートル、それに比べまして簡易水道は１４万

５，０００メートルあるんです。そのうち鋳鉄管という強いやつですね、強いやつが上水の場合

は約７，０００メートル、これ１８％になります。簡水の場合は８，６００メートルということ

で６％になります。要するに丈夫な管を多く使用されている、したがいまして、漏水が少ないと、

破損が少ないというようなことも含めての傾向だと思っております。

参考までに平成１９年度ですが、全国平均での上水の有収率が９０％、簡易水道が７８．８％

ということで、当町の平均が８８．９％ですので、まずは、流量計やなんかを直していくと

９０台に乗るだろうなとは思っております。ただ、これで満足しているわけではありませんので、

常にきっちり監視して、できるだけ早く漏水を発見して修理をしていくということは考えており

ます。以上です。

議 長（森本敏軌） 上山議員。
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３ 番（上山光正） 今、いろいろとお聞きしてきたわけですけれども、やはり、これ糸井さんもおっ

しゃいましたけれども、２７年度までに、こういった老朽管、こういったものの敷設がえですね、

こういったものをかえて、そして上水道に統合、こういう方向で進んでいただきたい。それはも

ちろん電磁水量器ですか、こういうのにかえていくことが、どうかということは、私にはわから

んですが、費用もかかると思うんですが、やはりこれしていかんと、どうしても一体感の醸成と

いうことで、料金の統一だけでというのでは私ども納得がいきませんので、この辺のところは

２７年度じゅうまでにはしっかりとした移行への準備をお願いしたいというふうに思います。

それから、次に、先ほど来、話が出ております、この与謝野町は山田断層、この上に町を形成

しているわけですけれども、今おっしゃったように水道管路への耐久性、これについては非常に

石綿、セメント管が弱いということで、今、少し聞くのは聞いたんですが、具体的に２０年度決

算で敷設がえをした残りですね、なお、存在する箇所と、この延長、どれぐらいなのかわかった

らお尋ねをしておきたいと、わからなんだら後でも結構なんです。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

今、ここに資料はあるんですが、実は簡易水道ごとに延長が拾ってありまして、すべてをちょ

っと足してみないと出ないんです。ちょっとお時間いただきたいので、後ほど、ご報告申し上げ

るということで、すみません。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） それでは、同じように直下型の地震が仮に発生した場合、想定した場合ですね、

地震対策が２０年度はそういったことは一つも考えてないと私、見るんですが、内容から。

２１年度、２２年度に、この地震対策について、特に給水に必要な・・対策ですね、被害地を見

ても一番給水が大事なようでありますので、やはり、こういうことにスムーズにできるようにと

いうことで、一層の危機管理をお願いしたと思うんですが、そこで配水管、施設等々の耐震診断

ですね、含めてこの補強も、もし計画がありましたらお尋ねをしておきたいなというふうに思い

ます。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

今、私どもの方で計画をしております、最近ずっと新設なり改良を加えております浄水場につ

いては、レベル２まではいけるという判断のもとに設計をしています。これについては、配水池

についても同様でございます。

ただ、古くからある既設の浄水場については、今後、改修計画を持っておりますので、個別に

耐震の判断をしたということはございません。ただ、配水管については、それぞれメカ型だとか、

いろいろ、そういった配水管を使用していきますが、直下型の大きな地震の場合、それで大丈夫

かということになりますと、これは不安がございます。したがいまして、配水池に緊急遮断弁を

つけまして、管が破損しているのを配水池の水、そのままずぼっと足れ流すんじゃなくて、一た

ん配水池でとめてしまって、その後、被害の状況を見て順次、給水をしていくという方法をとり

ますので、それぞれについて配水管の耐震補強だとか、耐震設計だとかいうことについては、今

の時点では考えておりません。
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議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） 配水管、それも大事なんですが、まず施設ですね、これの耐震施設を、やはり強

固なものにしておかなければ、まずもとがこければ皆こけるというような状態になりますので、

その辺は重々設計等も考慮して考えていただきたいというふうに思いますし、先ほどの、この有

収率の件に戻るわけですが、この漏水調査費が５４万６，０００円上がっておるわけですが、こ

れは大体、地域的には、どういうところが主に、この調査をされたのか、その辺を伺っておきた

いと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） ２０年度で実施いたしました漏水調査につきましては岩屋地区、それから算所地

区、加悦地区、後野地区の４カ所でございます。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） そうするとですね、この漏水探知機、こうしたものは水道課にありますでしょう

か。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えします。

水道課に持っております。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） そうすると、水道課に漏水探知機をお持ちだということなんで、これは今後はで

すね、この有収率の低い地域をブロック別に分けてでも、やはり小まめに調査をお願いしたいと

いうふうに思いますが、これは可能なのでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えします。

この件につきましては、前々からいろいろ答弁させていただいておりますが、まず、漏水調査

をやるレベルですね、やるレベルというのは、私どもの方で持っております中央環視装置で、夜

中の配水量が約５トン程度になってきますと、調査したら、その場所が特定できるというような

範囲になってまいります。ただし、給水エリアがかなり広うございますので、そこのステップに

いくまでには夜間に、エリアごとに、先ほど申されましたようなブロッグごとに断水をかけまし

て、そこで配水量がふるか、ふらんかという形で見ていきます。その中で一つのブロックいうの

がはっきりしたところで、やっと漏水調査に今、申されています漏水探知機ですね、あれを持っ

て現地を回るということになるわけです。しかしながら、このブロックというてもかなり広うご

ざいまして、これについては熟練した、そういうことにたけた専門の方でないと、なかなか漏水

探知機でもってしてもですね、発見することができません。したがいまして、この部分について

を委託をさせていただいていると。ただ、私どもは漏水探知機でもって、じゃあ何をしているの

かということになるわけですけれども、よくあちらこちらで破損、自然破損ですね、工事の破損

じゃなくて自然破損、その部分については、たまたま弱いところに水が吹いていますが、現実は

全然、真横だとか、そういうことにはならないわけです。そういう部分については漏水探知機で

もって、職員が音を聞き分けるということはやっています。

ただ、広範囲の漏水を、それでもって探すというものは、今の私どもでは大変困難というか、
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至難のわざになりますので、専門家にお願いしているということです。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） それはわかりました。

それで、配水管のですね、先ほども申し上げておられましたけれども破損事故、これが頻繁に

起っているようなんですが、職員さんらの待機制度ですね、これはどういうような形を取ってお

られますか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えします。

基本的に浄水場などの施設については、各担当を割り振っておりまして、これは２４時間、役

場から電話をいただければ出動するという形になります。ただし、水道管の破損事故については、

そのときそのときの状況がございます。したがいまして、昼間ですと水道課の方に電話がかかっ

てくるんですが、夜間、あるいはお休みの日ですね、そういう部分については、役場の警備員さ

ん、もしくは日直さんを通じて、各職員のところに連絡が入るということですので、全くずっと

放置するということには、今まではありません。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） ということになりますと、やはり時間外の勤務手当というんですか、これは大方

は夜間、この事故の対処に当たっておられた時間外手当と理解したらいいんですか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えします。

正直申し上げまして時間外が、どれだけが夜間だとかいうの、ちょっと私、把握しておりませ

ん。しかし、水道課としての時間外勤務につきましては、まずは月に一度の給水停止、それから

祝祭日、祝日の施設の点検については、職員が行っております。平常時は、あるいは土日につい

ては、臨時さんをお願いして回ってもらっていますが、祝日については職員が回っています。あ

とは、もうほとんどが夜間の、あるいは休日の浄水場の故障、これ実際に故障しなくても警報が

鳴れば、それは対応しなければなりませんので、それをやっていますし、通常業務での時間外も、

あるにはありますが、ほとんどはそういった事故関係だというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） 職員さんには緊急時の事故対策ということで、非常にご苦労になっておるわけで

すが、最後に、それに関連して１点だけお尋ねしておきたいと思います。

今までに聞いたかもわからんのですが、夜間の配水圧の調整ですね、それから配水ポンプの回

転数の抑制やなんかは夜間やっておられますでしょうか、それだけお尋ねして終わりたいと思い

ます。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） もともと圧力の高いところについては、減圧弁を設けたりしているところもあり

ます。しかし、夜間に限り圧を調整するというようなことはしておりませんし、そういった設備

を持っておりません。以上です。

３ 番（上山光正） 終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。
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それでは、ここで休憩します。

（休憩 午後 ３時４２分）

（再開 午後 ４時００分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開します。

先ほどの上山議員の質疑に対する答弁がありますので、答弁を求めます。

吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） 貴重な時間をいただきましてありがとうございます。

先ほど、上山議員のご質問の簡易水道における石綿管の残というんですか、敷設状況でござい

ますが、総延長にしまして７２４メートル、内訳としましては導水管、送水管が５５６メートル、

配水管が１６８メートルでございます。以上です。

議 長（森本敏軌） それでは、質疑を続行します。

質疑ありませんか。

井田議員。

９ 番（井田義之） それでは、簡易水道について質問させていただきます。

まず、監査委員さんの指摘の中で徴収率が０．１ポイント下がったということ、それから、繰

越滞納分は３．９ポイント上がったということでありますし、それから、先ほど上山議員から言

いわれました有収率についても０．６ポイント下がっておると、残念であると。ただ、所管課と

しては原因追及、分析等の努力をはらっている点は評価したいということで、意見書を出されて

おります。

私も、全くこれについては同感でありますので、それに沿って質問をしたいというふうに思い

ます。有収率の件、先ほど上山議員がほとんど質問をしていただきました。ただ、きょうの答弁

の中で、いろいろと前進的な部分の答弁があったわけですけれども、私はいろいろと町民の方々

から聞かれるときに、この決算の数字でもって、いわゆる８８．９％、簡単に、単純に１割、

９０％として、１割した場合には、この給水原価２１０円６２銭ですか、というのを掛けて

５，０００万円という金額になるんですね、給水原価に、いわゆる有収水量を除いた金額が単純

計算で５，０００万円になるわけです。それで５，０００万円という水が金にならずに流されて

おるんだという報告をいたしております。

これから、私も修正をしながら皆さんにはお知らせをしていかんなんかなというふうには思っ

ておりますが、そこでここで一つお尋ねしておきたいのは、いわゆる１９年度から２０年度にか

けて８．２７円アップしております、単価が、原価が。これは計算すると１６０万円になるんで

すね。１６０万円の原価がアップしておると、これの原因は何なのか、まずお尋ねいたします。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

一番大きなものとしては、公債費の増加だと思います。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 次に、今さら、私も聞くのが、はずかしいようなことなんですが、ここで給水原

価、供給単価の中で、いわゆる年間総有収水量が分母になっとるわけですね。先ほど言われた、

いわゆる配水ですね、配水の部分について、いわゆる流量計の、いろいろな精密度と、粗くしか
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はかれないということで、精密にはかれる電磁にかえていって、それで加悦とかは９０％になっ

ておるという報告がございましたが、いわゆる原水ですね、原水は幾らできておるのかと、配水

量と原水とは別だと思うんです。というのは、原水によっていろいろな塩素等々を加えながら原

水をつくるわけですね。原水をつくって、その原水のうち幾ら配水をして、その配水の中から有

収水量が幾らなのかということになって、初めて原水をつくる原水単価というのが出てこんなん

ですね。このシステム、いわゆる原水は幾らつくっておるのかというのは、薬品から逆に出した

らわかるわけですね、薬品の使用料、いわゆる塩素なら塩素の使用料から原水は、大体幾らつく

ったんだということがわかってこなければならないなというふうに私は思うんですけれども、そ

の辺についての説明をお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします

原水イコール取水量ですね、取水量につきましては、各取水流量計なるもので、また別途、取

水量をはかっております。ただ、私の方で今、その資料を持ち合わせておりません。基本的に先

ほど薬品の量から逆算してというふうにおっしゃいましたが。

９ 番（井田義之） 例えばですよ。

水道課長（吉田達雄） これにつきましては、やはり原水の濁度の問題であるだとか、そういう水質的な

部分で薬品の量については変わってまいります。したがいまして、例えばでおっしゃいましたけ

れども、薬品の量で原水の量がわかるものではございません。

あと、原水の量でもって計算するのが本来の単価じゃないかというご指摘でございますが、ち

ょっと私の方として、でき上がった水を配ることによってという部分での、これ一つのルール上

の給水原価という形ですので、いわゆる原水での計算はしたことはございません。

それから、原水については、例えば緩速ろ過、急速ろ過の違いもございますし、実際に原水の

水量が、配水量とどれぐらい違うかということになりますと、それぞれ水をつくる過程によって、

例えば急速ろ過ですと取った水をきれいにした後、どんどんどんどんろ過機のろ材が目詰りを起

こしますので、つくった水でもって、今度は逆に洗わなあかんというようなことがございます。

したがいまして、取った水が、かなりむだになるというか、浄水の過程でやむを得ない水量がご

ざいますので、実際のところはちょっと原水の量が云々ということについては、私の方はちょっ

と把握をしておりません、すみません。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 私は、要は先ほども言いましたように、製造水イコール、給水量という考え方で

はないというふうに思っておりますので、ただ、前にも吉田課長にも言うたつもりですけれども、

やっぱりここにあらわれてくる数字は、やっぱり正確な数字をあらわすべきだと。例えば、有収

率の数字についても。

そこで一つお尋ねしておきたいのは、今回の水害で滝地区の漏水というか、水道のあれがあり

ましたね、こういう水は計算されておるのかどうか、お願いいたします。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

現実の問題は、集計をしてみないと、どれだけの水量が、この前の破損でむだになったといい
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ますか、漏水したかということはわかりませんが、これについては、総配水量、配水量を毎日計

測しておりますので、この前の８月９日、１０日の個々のメーター、ここが難しいところなんで

すね。１日の個々のメーターというのは、ちょっと把握ができませんので、きっちりした数字に

はならないと思います。

ですから、この前の集中豪雨でもって、どれだけの水がというのは、最終的にはちょっとわか

らないと思います。

ただ、年間を通じての有収率はかなり下がってくると思っております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） この有収率の問題というのは、やっぱり私、先ほど言うた、金額的にいうとかな

り大きい、だから、糸井議員が質問された２，５００万円の赤字という数字がありますね。先ほ

ど、私、言いましたように５，０００万円の差があるわけですね。そやから、例えば、その

５，００００万円の半分、うまいこと水の管理ができて、うまいこといけば、その赤字は消える

わけですね。だから、その辺のところはやっぱり的確に、私いつも吉田課長に申し上げておりま

すように、できるだけチェックのできるところ、できないところまでとは言いませんけれども、

できるところは、きちっとチェックをして、ここに有収率が、正確な有収率が上がってくること

が望ましいと。全国平均７８％と言われましたけれども、７８％とかいう数字に甘えることなし

に、やっぱり全水道、９０％以上の有収率に進めていただきたいなということ、これは最後にお

願いをしておきます。

次に、１７１ページの工事請負契約の委託料についてお尋ねしたいと思うんですが、工事請負

契約の中で、桐田機工が３件あります。この桐田機工の、いわゆる平成１９年度の桐田機工が工

事をされた、この３件、その前の委託は、どこの委託業者であったのか、平成１９年度、これに

ついて質問をいたします。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

１７１ページの工事請負の２段目から３件、桐田機工株式会社が並んでおります。一番上の三

河内簡易水道と、その下も三河内簡易水道ですが、この２件につきましては、新大阪エンジニア

リングでございます。

それから、その下の市場簡易水道４号取水施設でございますが、これにつきましては、水道課

の方で設計をいたしました。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） ここで副町長、ちょっと私、指摘をしておきたいんですが、２０年度に新大阪エ

ンジニアリング株式会社で３件の委託をされております、設計委託。従来から経過を見ましても、

新大阪エンジニアリングが委託をされた工事は、桐田機工が請け負っておられる。これが多いん

ですね。従来の、過去の経過を調べていただいても結構です。先ほど私、言いました。早く入札

制度の改革ということも必要ではございませんかと言いました。この辺について副町長の見解を

伺っておきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 決算資料１７１ページの資料を見ておりますと、議員ご指摘のような実態がある
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ようでございます。委託料３件、新大阪エンジニアリングということでありますが、これは新大

阪エンジニアリング株式会社が頑張らはった結果だというふうに思っております。以上です。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） もう時間がないんで、副町長、ちゃんと答えていただきたいと思いますけれども、

要は、その結果について、私は桐田機工さんが悪いとか、新大阪エンジニアリングが悪いとか言

いませんけれども、その結果について町民の見る見方というのは、ちょっと変わってきておりま

す。そういう意味から副町長として入札制度の改革を含めて、こういうことが世間一般に妥当だ

と思っておられるかどうかということを、行政として妥当かどうかということをお尋ねしとるん

です。よろしくお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） お答をさせていただきます。

議員がおっしゃっている意味がもう一つわからないんですが、先ほど申し上げましたように、

町の方はきちっと一定の手続を踏んで入札の手続を行っております。その中で出てきた結果が、

こういうことでありますので、そのことはご理解をいただきたいと思います。

それから、本日も申し上げていますように、入札のあり方につきましては、従来から合併以降、

鋭意、指名のあり方、入札のあり方につきましては、毎年のように改善、改革を行ってきており

ます。その方針につきましては、従来から申し上げていますように、今の入札の仕方が完全であ

るというふうには決して思っておりません。そのことは、この間、町長の方からも議会の中で申

し上げております。引き続きまして総合評価とか、電子入札とか、いろいろな課題があろうかと

思います。そのことにつきましては、できることから進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 副町長、この間は工事請負契約がありました。そのときに、私、申し上げました。

桐田機工さんが落札されたのは、３社の入札で桐田機工さんに決まりました。あと２社の方が取

られた経過はあるんですかと言いましたら、ないという状態でした。

入札業者をふやすことだって可能やないですかということを申し上げました。それに関連した

質問をいたしております。よろしくお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 休憩します。

（休憩 午後 ４時２１分）

（再開 午後 ４時３０分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開します。

質疑を続行します。

堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 貴重なお時間をいただきまして申しわけございません。

改めて答弁を申し上げたいと思います。

確かに、議員がご指摘のように、この桐田機工が３本取っております工事請負費につきまして、

設計委託が新大阪エンジニアリングという実態があるようでございますが、先ほど申し上げまし

たように、与謝野町としましては、予定価格なり、あるいは最低制限価格を事前に設定をして、
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それを公表をして、その後、入札の手続に従いまして粛々と入札をしておると、その結果が、こ

ういったことになったということでございます。

それから、なぜこういった実態があるのかという趣旨のご質問がありました。ちょっとその辺

は技術的な問題があろうかと思いますので、そこらあたりにつきましては、水道課長から答弁を

させていただきます。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） 質問の趣旨とちょっとずれるかもわかりませんけれども、私の方が、想像的な話

で申しわけないんですが、考えておりますのは、なぜ桐田さんが強いかというか、そのことにつ

いてですが、今回の三河内の浄水場の新設につきましては、ご承知のように既設の水源になって

おります井戸が、ほぼ枯渇状態にあるということで、急ぎ水を送ってやらなあかんということで、

既設の古い浄水場、それから新設してます、今回、前処理団体から水を送るということを、はな

から私どもの方は計画をしておりまして、新旧取りまぜて運転をせなあかんという状況がござい

ました。したがいまして、新旧取りまぜての制御ということになりますと、やはり旧の浄水場の

制御、いわゆる電気計装をきっちり理解して、それから、そこへ新たな真の条件を加えてやらん

なんというような、本来の新設とは、また別の要素が加わっておりました。

したがいまして、旧の方の浄水場の電気計装をやってました桐田機工さんが、やはりほかの会

社に比べて精通した有利な条件だったと思います。ですから、強かったんだと、これはあくまで

も想像ですが、私の方としては、そういうふうに考えております。

９ 番（井田義之） 終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） １点だけお尋ねいたします。

平成２０年度の簡易水道特別会計でございますが、私は水道使用料の、いわゆる徴収率の件で

すが、１９年度は不納欠損が１７０万円ございました。本年度は不納欠損はゼロなんですが、収

入未済額は、今年度また新たに現年度分２１０万１，６３０円ふえまして、計８８２万

６，４６１円というふうな大変大きな金額になっています。この点につきまして、どのような徴

収対策を、これは課として講じておられるのか、町全体としての使用料の収入対策を考えておら

れるかわかりませんが、この点につきまして、私、昨年度も１７０万円の不納欠損は大きいなと

思っていたのに、ことしゼロということで、少し安心はしているんですが、こうして先ほど来、

有収率が何ぼで、年間配水量が幾らでと、年間幾らの損になるとか、単価からはじき出して何ぼ

の収益損だとか、いろいろなことが出ています。これ、それは確かに有収率等、今から考えます

と、当時の旧野田川町時代から考えますと、非常いい、いわゆる数字になっていまして、これは

いろいろと、先ほど課長の答弁によりますと、いろいろな方法でこうなっているようであります。

いずれにしましても、水道課の努力によりまして、こういった、私は評価に値にする数字だとい

うふうに考えています。そういった中で、残念なことに、これは行政が悪いのではないですが、

町民の姿勢が悪いんですが、こういったようなことに対しまして、今、例えばペナルティがされ

ているのか、どのようになっている、現状について、滞納者につきましては、どのような措置を

されているのか、１点お尋ねをいたします。
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議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答をします。

この１７２ページに書いてございます。１９年度の大きな不納欠損につきましては、これは大

きな破産がございまして、その結果によるものです。

２０年度については徴収停止というのはありますが、それについては、あくまでも徴収停止を

しばらく継続して、どうしても回収見込みがない部分について、いつか不納欠損ということで上

げさせてもらうかもわかりません。ただ２０年度についてはございませんでした。

それから、２０年度の収入未済額、現年度分ですが、これについて、ちょっと参考までに申し

上げておきますと、１０月１日現在で、その後に１３７万６，７１０円の、この現年度未済額に

ついて入金がございまして、現在は７２万４，９２０円という状態です。

同様に滞納繰越分もじわじわ減っておりますけれども、ちょっと金額について、私、今、把握

しておりません。現時点での現年度分の９９．３４％は９９．７７％に変わっております。

先ほどありましたペナルティの関係についてですが、まずは当たり前で納付について請求をさ

せていただきます。その後、毎月のように督促をさせていただきまして、最終的には給水停止を

させていただきますよというような内容の督促というか、催告というか、そういう形でお願いを

する形になります。したがいまして、実際に滞納というか、未払いになってから給水停止がかか

るまで、中３カ月。

１ ５ 番（赤松孝一） ３カ月。

水道課長（吉田達雄） 中３カ月。したがいまして、４カ月目に給水停止という行為に及ばざるを得んと

いうことになります。

実際に今までの状況で申し上げますと、平成２０年度での給水停止の実績でございますが、ち

ょっと申しわけございませんが、岩滝地域も含めて申し上げます。全部で１５２軒、１年間で、

一月当たりでいいますと１２．７軒ということで、一月に１回給水停止を行っておりますが、

１２軒から１３軒、与謝野町内で水をとめさせていただいているということです。

ただ、私どもの方としましては、水をとめるのが仕事じゃございません。やはり納付を促すと

いうのが第一の目的でございまして、ですから、とめるまでには実際に、いろいろとお話をさせ

ていただくなりの経過を踏まえております。とりあえず一番最初は、事務的にばたっととまるか

もわかりません。ただその後、やはりすぐに納付していただければいいんですけれども、その納

付をしていただけない場合については、やはりちょっとお話をさせていただいて、どうだったら

支払いをやっていってもらえますかというような形で、いろいろ何回も何回も、特に給水停止の

ところまで及ぶ、いつも名前が上がってくるお方については、そういった面談をさせていただい

てます。

それから、給水停止の方法なんですが、まず現年分だけの方、現年分だけの方については今、

申し上げた中から３カ月おきます。しかしながら、それより前の滞納をお持ちの方ですね。滞納

をお持ちの方については、誓約書を書いていただいて、当来月分プラス幾ら、１，０００円でも

２，０００円でいいんで、過去の部分を減らす努力をしていただきたいということで、その部分

を載せた形でのお支払いを制約という形でお世話になっております。そういう方については、中

３カ月ではなくて毎月、毎月来ます。その中で、例えば今月はちょっと過去の分については、こ
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らえてえなというような、そういうようなお話もございます。それについては私どもの方、決し

てとめることが、あれじゃありませんので、とりあえず、これ以上ふやしてもらわないこと、滞

納をふやしてもらわないことを原則としておりますので、そういう部分につきましては、また後

の月でお願いしますというような内容で進めております。以上です。

議 長（森本敏軌） 赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） そしたら最後にお尋ねしますが、この平成１９年度の滞納繰越分が６８８万円

６，８４１円、それから平成２０年度分の滞納繰越分は６５２万円と、多少下がっているんです

けれども、大きくは下がっていないわけですね。そこまで、この滞納分は、今年度分、２０年度

分で１１３名の滞納者がおられるわけですが、この方たちはですね、給水停止になっても困らな

い方がおられるんですか、何でこんな、そこまでされたら、普通もう少し減るような気がするん

ですけれども、それでもまだ６５０万円ほど残るということは１３０人ですか、どういう生活を

されているのでしょうか、水道に対しては。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

やはりですね、滞納分についての金額が少ない方はね、割合ちょっと一気張りしてもらってと

いうことで早く消していただけるんですけれども、中にはもう何十万、１００万円に近いような

状態の方もおられます。そういった方々にお願いしているのは、少しでもということで

１，０００円、２，０００円という金額でもって上乗せを、やっとお世話になれるという状況で

ございますので、目に見えて、金額がどっと減っていくという傾向は、ちょっとあらわれてはこ

んだろうと。ただ、ことしの分についても、来年の今ごろの決算では２１年度決算になるんです

か、そのころはまた６００数十万ということで、２０年度の額よりは少なくなっているというふ

うには考えております。以上です。

議 長（森本敏軌） 赤松議員。

１ ５ 番（赤松孝一） 先ほど最後と言いましたけれども、もう一回ちょっと、ということは給水停止と

いうのは、例え１，０００円でも５００円でも払っていただけたら解除すると、それがない場合

いは、例えば３日でも、４日でも、５日でも停止のままになるということはではないんですか、

その点につきまして。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） ちょっと私の答弁が言葉足らずで申しわけなかったです。

あくまでも、当来月分については満額納めてもらうことが前提です。したがいまして、当来月

分ちょっと足らないということでは解除はできないということです。ただ、過去の滞納を持って

おられる方は、本来、誓約に従って誓約どおりに納付をしていただくことになるんですが、当来

月分プラス幾らかという、その約束分について猶予をさせてもらう場合もあるということでござ

います。

１ ５ 番（赤松孝一） わかりました。いずれにしましても、貴重な財源でありますし、私も一般会計で

言いましたように、こういったものを足していけば４億８，１００万円という、ちりも積もれば

大変な金額になりますので、ぜひとも水道、この・・をですね、１日早くゼロに近づくような努

力をお願いをいたしまして、質問を終わります。
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議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） まず、先ほど井田議員が質問されました、１７３ページの資料の給水原価に有収

水量１０％を改善した場合の量を掛けた分が、有収水量が上がれば収入がふえて、いわゆる黒字

がふえるというふうな質問がありましたが、これは、私はおかしいのではないかと思ってるんで

すが、先ほどは、何らそのことについて否定されませんでしたので、認められているのかと思う

んですが、この分母は有収水量なんでね、有収率が上がっても分母は変わらないと思うんですね。

分子は固定費がありますんで、有収率が上がっても固定費が、そんなに変わるわけでなくて、薬

品などの維持管理費は若干、その分下がるかわかりませんが、１割。その額全部が改善されるこ

とはならないんではないかと思うんですが、反対に給水原価というのは、有収率が何ぼであろう

と、利用料の収入は固定されてますので、そこから使った経費を有収率で割って計算されるもん

で、ちょっと計算の仕方があの指摘とは逆ではないかと思っているんですが、この点について再

度お聞きします。再度といいますか、課長の答弁をお聞きしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

先ほど井田議員のご質問の中でお話されとったことについて、私ちょっとよく理解をしていま

せんでして、申しわけなかったです。おっしゃるとおりです。給水原価に伴う部分につきまして

は、有収率が上がって変わる部分といえば維持管理費の部分だけということになりますので、金

額的に変わるということにはなりません。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 当然、有収率を上げることは大事なことで、今、答弁されましたような努力とい

うのは引き続きやっていただき、必要な予算は確保していただくことが大事だと思ってます。

次に、先ほどから赤松議員が指摘されました給水停止ですけれども、現状は、過去に例を見な

い大変すさまじい状況に置かれているのが今の国民の状況で、ある地域では、おにぎりが食べた

いと言って餓死をされた方が生まれていたり、当町でも、１０円あれば電話で、そういう相談が

できるんですが、その１０円も持っていなかった方が自殺をされたという、そういう実態があり

ますが、そういう現状にあるわけですね。だから、そういう繰り返し滞納問題で言ってますが、

その数字の裏にある、奥にある町民の暮らしの実態から、そういう仕事に取りかからないと徴収

率を上げること、収入をふやすこと、それはそれで努力せんなんですし、悪質な滞納者に対して

は、毅然と対策は打たんなんですが、さっき課長が言われたように、いわゆる丁寧な対応、暮ら

しを守って滞納を解決するというね、そういう姿勢がないと、根本的には、この厳しい状況で国

の被害に遭って、そういう状況に追い込まれた方というのは、解決しようがないわけで、少なく

とも生きるに必要な水は確保されるということは必要だと、そうでないと憲法２５条はですね、

ほとんど機能してないということになると思うんですね。その辺のことは以前とは全く状況かわ

ってますので、前にもちょっと言いましたが、改めて、その辺は見直す仕組みを、ぜひつくって

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。

おっしゃいますように丁寧な、とにかくコミュニケーションをとっていきながら、その実態を



－605－

把握させていただく、そのことが大事だと思っています。私どもの方に、確かに皆さん困ったと

いうことで来られるんですけれども、今まで、どういうんですかね、水をまず第一番にお考えに

なられているかどうかということが、ちょっとわからない方が大半でございます。

例えば、電気だとか、携帯電話、自動車、そういう形を優先されて、水道については後回しに

なってる方というのがかなりございます。どれも払えんのだけれども、水道もという話の方とい

うのはごく少数です。特に私どもとして、そういうお話の中で、例えば生活保護、ちょっと考え

られたらどうですかというようなことで、福祉課の方と連携をとらせてもらったこともございま

す。現実に、そちらの方へ移行された方もあります。

ただ、これはいずれにしましても、毎回、そういう面談でもってですね、相手さんとの話の中

で、そういうことが生まれてくるということですので、やはり今後もお話を十分させていただい

た上で、私どもの方としても、先ほどから申し上げてますように、とめることが仕事じゃないの

で、それについては、やはりケース・バイ・ケースでお話をさせていただいた結果によるという

ことになるだろうと思います。

１ 番（野村生八） はい、よろしくお願いします。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第１３１号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛 成 者 起 立）

議 長（森本敏軌） 起立全員であります。

よって、議案第１３１号 平成２０年度与謝野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

は原案のとおり認定することに決定しました。

お諮りします。

本日の会議は、この程度にとどめ、延会したいと思いますがご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。

この続きは１０月９日午前９時３０分から会議しますので、ご参集願います。

大変ご苦労さんでした。お疲れさんでした。

（延会 午後 ４時５４分）


